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σ

～
資

料

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
家
族
法
（
一
九
六
三
年
）
及
び
附
属
政
令
（
一
九

六
四
年
）
少
年
の
監
護
に
関
す
る
国
民
委
員
会
の
課
題
（
小
駅
）

井

上

祐

司

　
　
　
筆
者
は
、
昨
年
夏
青
山
道
夫
教
授
、
経
済
学
部
高
木
幸
二
郎
教

　
　
授
の
御
尽
力
に
よ
っ
て
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
プ
ラ
ハ
を
訪
問
す

　
　
る
機
会
を
得
、
約
ニ
カ
月
プ
ラ
ハ
に
て
勉
学
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
た
。
ま
た
、
丁
度
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
第
三
回
犯
罪
予
防
と
犯
罪

　
　
者
処
遇
国
際
会
議
に
も
幾
日
間
か
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
健

　
　
康
そ
の
他
の
事
情
の
た
め
思
う
程
の
仕
事
が
で
き
ず
、
諸
方
面
の

　
　
御
好
意
に
む
く
い
う
る
旅
行
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思

　
　
っ
て
い
る
。

　
　
　
家
族
法
に
つ
い
て
の
門
外
漢
で
あ
る
筆
者
が
こ
う
い
う
基
礎
法

　
　
典
の
訳
を
発
表
す
る
こ
と
は
甚
だ
借
越
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
敢

料
　
て
そ
う
し
た
の
は
次
の
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
私
は
特
に
附
属
政
令

資
　
が
少
年
非
行
の
問
題
と
関
係
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
法
令
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
最
初
は
こ
の
部
分
だ
け
と
思
っ
て
稿
に
か
か

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
附
属
法
令
は
家
族
法
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
の
で
、
刑
事
学
の
分
野
か
ら
少
年
問
題
に
関
し
て
利
用
す

る
限
度
で
は
家
族
法
典
の
訳
も
あ
っ
た
方
が
便
利
で
あ
ろ
う
と
の

井
上
正
治
教
授
の
勧
め
も
あ
り
、
思
い
切
っ
て
両
方
を
発
表
す
る

こ
と
に
し
た
。
殊
に
第
二
部
第
二
章
の
諸
規
定
（
第
四
十
一
条
以

下
）
は
、
社
会
主
義
の
新
し
い
段
階
に
お
け
る
家
族
関
係
の
位
置

を
如
実
に
示
し
て
お
り
、
少
年
問
題
の
上
か
ら
注
目
に
値
す
る
と

思
わ
れ
る
。
チ
ェ
コ
語
じ
し
ん
に
つ
い
て
も
甚
だ
不
充
分
な
知
識

し
か
な
い
の
で
、
何
れ
法
令
の
定
訳
と
し
て
は
で
き
る
だ
け
早
い

機
会
に
補
正
も
し
た
い
し
、
ま
た
、
家
族
法
の
専
門
の
方
か
ら
の

翻
訳
が
一
日
も
早
く
出
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
家
族
法
典
に
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料
　
つ
い
て
は
改
正
前
の
も
の
に
つ
い
て
既
に
本
学
助
手
浦
本
寛
雄
氏

資

の
フ
ラ
三
語
訳
か
ら
の
完
訳
が
あ
る
（
法
政
研
究
三
一
巻
五
。
六
号
合
併
号
）
。
是
非

合
わ
せ
て
御
参
考
に
な
る
よ
う
に
希
望
し
た
い
。
法
令
の
テ
キ
ス

ト
は
共
に
、
国
。
畠
聴
器
℃
感
く
◎
（
H
Φ
①
切
）
（
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
フ

レ
ー
ゲ
ル
博
士
、
　
ヨ
ゼ
フ
・
グ
ロ
ー
ス
、
　
オ
ル
ガ
・
プ
ラ
ン
コ

ワ
、
セ
ン
タ
・
ラ
ド
ワ
ソ
ワ
、
ミ
ラ
ン
・
シ
ラ
ー
共
著
家
族
法
）

の
未
尾
に
登
載
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
。
条
文
の
あ
と
の
来
印

に
あ
げ
ら
れ
た
参
照
条
文
も
著
者
ら
の
も
の
で
あ
る
。
本
訳
は
プ

ラ
ハ
滞
在
中
お
世
話
に
な
っ
た
カ
レ
ル
大
学
哲
学
部
日
本
語
科
の

若
き
教
授
イ
ル
ジ
ー
・
イ
ェ
リ
ー
ネ
ク
氏
と
共
に
行
っ
た
も
の
で

あ
る
（
勿
論
文
責
は
私
に
あ
る
）
。
二
入
で
勉
強
し
て
い
る
部
屋

に
令
夫
入
イ
ェ
リ
ン
コ
ワ
氏
が
親
し
み
を
こ
め
た
笑
顔
で
折
々
運

ん
で
く
れ
る
紅
茶
に
し
ば
し
疲
れ
を
い
や
し
て
共
に
閑
談
し
た
楽

し
い
ひ
と
時
が
温
か
く
思
い
浮
ん
で
く
る
。
こ
こ
に
両
氏
の
御
厚

情
に
対
し
て
深
い
感
謝
の
気
持
を
申
し
の
べ
た
い
。

1
…
一
Ψ
⑧
《
▼

家
族
に
つ
い
て
の
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
三
年
一
二
月
四
日

法
第
九
四
号

　
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
の
建
設
は
、
わ
が
国
の
市
民

の
家
族
生
活
、
個
人
生
活
の
各
方
面
に
も
顕
著
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
わ
が
社
会
は
、
家
族
や
婚
姻
生
活
や
子
の
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
の

基
礎
に
社
会
主
義
道
徳
が
お
か
れ
る
よ
う
に
、
全
力
を
尽
し
て
い
る
。
婚

姻
、
母
た
る
こ
と
、
家
族
の
保
護
と
す
べ
て
の
子
の
利
益
の
保
護
、
お
よ

び
多
数
の
子
を
も
つ
家
庭
に
た
い
す
る
よ
り
強
い
配
慮
が
全
社
会
を
あ
げ

て
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
原
則
が
共
和
国
の
法
典
と
し
て
認
証
さ
れ
る
た
め
、
チ
ェ

コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社
会
主
義
共
和
国
国
民
議
会
は
次
の
家
族
に
つ
い
て
の
法

律
を
制
定
し
た
。

　
前
文
　
新
し
い
家
族
法
の
意
義
と
使
命
に
つ
い
て
の
政
治
的
、
法
的
規

　
　
定
、
及
び
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
解
決
の
た
め
の
重
要
な
規
則

　
　
来
憲
法
二
六
節
、
本
法
一
、
二
、
四
節
、
政
令
国
民
委
の
課
題
（
以

　
　
　
後
政
令
と
略
す
）
　
一
、
二
、
四
条
、
一
九
五
九
年
法
高
一
六
号
の

　
　
　
条
文
に
お
け
る
｝
九
五
六
年
法
第
五
四
号
、
一
九
六
四
年
法
一
〇

　
　
　
三
号
、
ア
パ
ー
ト
に
つ
い
て
の
経
済
に
関
す
る
法
律
一
条
。

　
　
　
　
　
基
本
諸
原
則

第
一
節
わ
が
社
会
に
お
け
る
婚
姻
関
係
は
男
．
女
の
間
の
堅
い
愛
情
関
係

　
　
に
基
く
。
婚
姻
関
係
に
お
い
て
男
女
は
平
等
で
あ
る
。
婚
姻
の
主
な

　
　
社
会
的
課
題
は
家
族
を
創
立
し
、
子
を
正
し
く
教
育
す
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。

33　（20100）　256



柔三晃羅擁藻護論蕪轟篠羅政令（井上）

　
　
米
憲
法
二
六
、
二
七
節
、
本
法
一
、
一
八
、
二
三
条
α

第
二
節
　
婚
姻
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
家
族
は
、
わ
が
社
会
の
基
本
的
単

　
　
位
で
あ
り
、
わ
が
社
会
は
家
族
的
関
係
を
そ
う
い
う
意
味
で
全
面
的

　
　
に
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
米
憲
法
二
六
節
、
本
法
一
九
、
二
〇
条
、
刑
法
二
一
八
条
以
下
。

第
三
節
母
た
る
こ
と
は
婦
人
の
も
っ
と
も
光
栄
あ
ろ
使
命
で
あ
る
。
社

　
　
会
は
、
母
た
る
こ
と
を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
配
慮
、

　
　
と
く
に
母
と
子
に
対
す
る
物
質
的
扶
助
と
子
供
の
教
育
に
つ
い
て
の

　
　
援
助
を
行
う
。

　
　
来
憲
法
二
六
節
、
本
法
九
五
条
、
母
性
光
栄
章
に
つ
い
て
の
一
九
五

　
　
　
七
庫
法
＝
二
号
、
‘
妊
婦
と
母
親
に
つ
い
て
の
配
慮
を
向
上
さ
す
た

　
　
　
め
の
法
、
一
九
六
四
年
法
五
八
号
。

第
四
節
　
親
は
そ
の
子
の
精
的
神
、
身
体
的
な
全
面
的
発
展
、
と
く
に
そ

　
　
の
正
し
い
教
育
を
、
家
族
と
社
会
の
調
和
が
強
め
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う

　
　
に
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
社
会
に
対
し
て
責
任
を
お
う
。

　
　
米
本
法
三
三
、
六
三
、
八
○
条
、
政
令
、
国
民
委
の
課
題
二
、
三
条
。

第
五
節
　
社
会
は
子
の
教
育
と
そ
の
物
質
的
文
化
的
必
要
の
満
足
を
は
か

　
　
り
、
そ
の
た
め
の
配
慮
を
行
い
、
又
、
国
家
機
関
、
社
会
団
体
、
学

　
　
校
、
文
化
啓
蒙
保
健
諸
施
設
を
通
じ
て
、
子
を
保
護
す
る
。

　
　
＊
憲
法
二
四
、
二
六
節
、
政
令
国
民
委
の
課
題
、
一
条
以
下
、
国
民

　
　
　
委
員
会
法
、
　
学
校
法
（
一
九
六
〇
年
法
一
八
六
号
）
、
　
見
習
法

　
　
　
（
一
九
五
八
年
法
八
九
号
）
、
一
九
六
四
年
法
一
〇
一
号
、
一
九

　
　
　
六
四
年
法
一
〇
三
号
。

第
六
節
　
す
べ
て
の
家
族
構
成
員
は
、
相
互
に
援
助
し
あ
い
㌔
各
人
の
能

　
　
力
と
可
能
性
に
応
じ
て
、
家
族
の
物
質
的
、
文
化
的
水
準
を
向
上
さ

　
　
せ
る
よ
う
に
図
る
義
務
を
お
う
。

　
　
＊
本
法
一
八
、
三
五
、
八
五
－
九
一
、
九
六
条
。

第
七
節
　
前
述
の
基
本
原
則
の
精
神
に
お
い
て
本
法
の
諸
規
定
を
適
用

　
　
し
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
権
利
と
義
務
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
　
米
憲
法
八
九
節
、
一
一
一
節
二
項
。

　
　
　
　
第
　
一
　
部
　
　
婚
　
姻

　
　
　
　
第
嗣
章
　
婚
姻
の
成
立

第
一
条
　
婚
姻
は
、
調
和
の
あ
る
、
ゆ
る
ぎ
の
な
い
、
不
断
の
生
活
上
の

　
　
配
偶
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
男
女
の
自
発
的
決
心
に
基
い
て
結
ば
れ

　
　
る
。

　
　
来
本
法
一
節
、
　
一
八
条
、
二
三
条
。

第
二
条
　
婚
姻
を
互
に
結
び
あ
お
う
と
す
る
両
者
は
、
そ
の
社
会
的
目
的

　
　
を
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
婚
姻
を
結
ぶ
た
め
、
予
め
、
お
互

　
　
の
性
格
と
健
康
状
態
を
互
に
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
来
本
法
一
節
、
二
節
。

第
三
条
　
婚
姻
は
、
公
開
で
お
ご
そ
か
な
方
式
に
よ
り
、
二
人
の
証
人
の

　
　
出
席
の
も
と
で
、
婚
姻
を
結
ぶ
と
い
う
男
女
の
一
致
し
た
止
立
を
国

　
　
家
機
関
の
前
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。

第
四
条
　
ω
婚
姻
の
成
立
に
つ
い
て
の
宜
言
は
、
何
れ
か
一
人
の
住
居
が

　
　
お
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
戸
籍
簿
を
管
理
す
る
任
務
を
も
つ
地
区
国
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料資

　
　
民
委
員
会
の
前
で
男
女
が
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
②
重
大
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
地
区
国
民
委
員
会
は
、
戸
籍
簿

　
　
を
管
理
す
る
任
務
を
も
つ
他
の
国
民
委
員
会
の
前
で
、
又
は
、
あ
ら

　
　
ゆ
る
適
当
な
場
所
で
婚
姻
が
成
立
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
㈲
婚
姻
を
結
ぼ
う
と
す
る
者
の
生
命
が
直
接
に
危
機
に
瀕
し
た
場
合

　
　
に
は
婚
姻
は
い
か
な
る
地
区
委
員
会
に
よ
っ
て
も
成
立
せ
し
め
ら
れ

　
　
う
る
Q

　
　
来
戸
籍
簿
に
関
す
る
一
九
四
九
年
法
高
二
六
八
号
、
国
民
委
員
会
に

　
　
　
関
す
る
一
九
六
〇
年
法
第
六
五
（
以
後
国
委
法
と
略
す
）
、
国
民

　
　
　
．
委
員
A
賦
の
権
限
と
責
任
の
拡
大
と
そ
の
諸
機
関
…
の
活
動
の
整
理
に

　
　
　
関
す
る
政
令
一
九
六
〇
年
法
第
七
一
号
一
工
条
三
項
。

第
五
条
　
チ
エ
コ
ス
バ
キ
ア
の
国
籍
を
も
つ
も
の
は
、
外
国
に
お
い
て
、

　
　
そ
の
た
め
に
任
命
さ
れ
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社
会
主
義
共
和
国
の

　
　
機
関
の
前
で
も
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
崇
闘
際
私
法
手
続
法
に
関
す
る
一
九
六
三
年
法
九
七
号
二
〇
条
。

第
六
条
ω
婚
姻
を
結
ぼ
う
と
す
る
市
民
は
規
定
さ
れ
た
書
類
を
提
出
し
、

　
　
お
よ
び
、
婚
姻
の
成
立
を
さ
ま
た
げ
る
条
件
が
彼
ら
に
存
し
な
い
こ

　
　
と
、
お
互
の
健
康
状
態
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
二
言
す
る
義
務
が
あ

　
　
る
。

　
　
謝
再
婚
を
し
た
い
人
は
、
さ
き
の
婚
姻
が
消
滅
し
た
こ
と
、
あ
る
い

　
　
は
無
効
と
宜
言
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
義
務
が
あ
る
。

　
　
㈲
そ
の
面
前
で
婚
姻
が
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
国
民
委
員
会
は
、
も
し

　
　
規
定
さ
れ
た
書
類
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
克
服
し
難
い
障
害
に
面
し

　
　
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
米
第
一
項
に
つ
き
本
法
＝
二
条
一
項
一
九
五
九
年
法
】
八
二
号
布
告

　
　
　
五
〇
条
、
内
務
省
命
令
一
九
四
九
年
法
一
七
一
号
三
条
、
二
項
に

　
　
　
つ
き
本
法
一
一
条
－
一
七
条
、
二
三
条
－
二
五
条
。

第
七
条
、
婚
姻
の
締
結
を
欲
し
て
い
る
者
の
生
命
が
直
接
危
機
に
瀕
し
た

　
　
場
合
は
通
常
の
婚
姻
の
成
立
に
必
要
な
書
類
の
提
出
は
必
要
で
な

　
　
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
両
当
事
者
は
婚
姻
の
成
立
を
さ
ま
た

　
　
げ
る
よ
う
な
条
件
が
な
い
こ
と
を
宜
腫
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
八
榮
ω
両
当
事
者
は
婚
姻
を
結
ぶ
に
当
り
、
一
人
の
氏
を
共
通
の
氏

　
　
と
す
る
か
或
は
、
共
に
今
迄
の
氏
を
維
持
す
る
か
に
つ
い
て
婚
姻
を

　
　
届
け
で
て
い
る
国
民
委
員
会
に
宜
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
②
も
し
お
互
に
従
来
の
氏
を
維
持
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら

　
　
の
氏
が
彼
ら
の
共
通
の
子
の
氏
に
な
る
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
　
米
第
一
項
に
つ
き
本
法
二
九
条
、
姓
名
の
応
用
と
変
更
に
関
す
る
一

　
　
　
九
五
〇
年
法
幣
五
五
号
、
　
第
二
．
項
に
つ
き
本
法
三
八
条
、
　
三
九

　
　
　
条
、
一
九
四
九
年
法
第
二
六
八
号
＝
二
条
以
下
。

第
九
条
　
重
大
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
郡
国
民
委
員
会
は
、
婚
姻
に

　
　
入
る
と
い
う
市
民
の
宜
言
が
当
該
市
民
の
代
理
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ

　
　
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。
委
任
は
文
書
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
そ
の
文
書
に
婚
姻
を
結
ぼ
う
と
す
る
相
手
当
事
者
が
正
確
に
表

　
　
示
さ
れ
な
い
限
り
婚
姻
は
成
立
し
な
い
。

　
　
来
民
法
二
二
…
二
四
条
、
三
一
一
三
三
条
・
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第
十
条
　
婚
姻
が
成
立
す
る
ま
で
は
宗
教
的
な
婚
姻
の
儀
式
は
許
さ
れ
な

　
　
い
。

　
　
　
第
二
章
　
婚
姻
の
成
立
を
妨
げ
る
情
況

第
十
一
条
　
ω
婚
姻
は
既
婚
の
男
子
又
は
既
婚
の
女
子
を
相
手
と
す
る
こ

　
　
と
は
で
き
な
い
。
婚
姻
の
不
成
立
は
裁
判
所
に
よ
り
申
立
が
な
く
と

　
　
も
宜
告
さ
れ
う
る
。

　
　
②
さ
き
の
婚
姻
が
消
滅
し
又
は
無
効
と
宜
告
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

　
　
婚
姻
は
成
立
し
、
不
成
立
と
は
な
ら
な
い
。

　
　
＊
本
法
一
七
条
。

第
十
二
条
　
婚
姻
は
直
系
血
族
の
間
、
又
兄
弟
の
間
で
は
結
ぶ
こ
と
が
で

　
　
き
な
い
。
養
子
関
係
に
基
く
親
子
関
係
に
つ
い
て
も
、
養
子
関
係
が

　
　
継
続
し
て
い
る
限
り
、
同
様
で
あ
る
。
さ
き
の
婚
姻
が
消
滅
し
又
は

　
　
無
効
と
宜
告
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
そ
の
婚
姻
は
無
効
に
な
る
。

　
　
米
本
法
一
七
、
六
三
条
、
民
法
一
一
七
条
。

第
十
三
条
　
ω
未
成
年
者
は
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
裁
判
所
は

　
　
重
大
な
事
由
が
あ
っ
て
十
六
オ
を
越
え
た
未
成
年
者
に
た
い
し
て
そ

　
　
の
婚
姻
の
成
立
が
例
外
的
に
婚
姻
の
社
会
的
目
的
と
｝
致
す
る
場
合

　
　
に
限
り
之
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。
こ
の
許
可
が
な
い
限
り
婚

　
　
姻
は
無
効
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
は
申
立
が
な
く
と
も
そ
の
無
効
を
宜

　
　
湿
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
②
婚
姻
を
結
ん
だ
と
き
未
成
年
者
で
あ
っ
た
夫
が
既
に
十
八
才
を
越

　
　
え
た
場
合
、
又
は
妻
が
既
に
妊
娠
し
た
場
合
に
は
、
婚
姻
無
効
の
宜

　
　
告
は
さ
れ
ず
、
当
該
婚
姻
は
有
効
と
な
る
。

　
　
㈹
十
六
才
未
満
の
未
成
年
に
つ
い
て
は
婚
姻
は
成
立
し
な
い
σ

　
　
来
本
法
十
七
条
、
民
法
八
条
九
条
、
民
訴
八
○
条
a
号
。

第
十
四
条
　
ω
法
律
行
為
に
関
し
て
能
力
の
制
限
を
も
た
ら
す
よ
う
な
精

　
　
神
病
に
か
か
っ
て
い
る
者
は
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
裁
判

　
　
所
は
も
し
当
人
の
健
康
状
態
が
婚
姻
の
社
会
的
目
的
と
一
致
す
る
場

　
　
合
に
は
、
当
該
婚
姻
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
②
上
述
の
精
神
病
に
か
か
っ
て
い
る
当
事
者
が
裁
判
所
の
許
可
な
し

　
　
で
婚
姻
を
結
ん
だ
場
合
に
は
裁
判
所
は
何
れ
か
の
配
偶
者
の
申
立
に

　
　
よ
り
当
該
婚
姻
の
無
効
を
宜
告
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
健
康
状
態
が

　
　
婚
姻
の
社
会
的
目
的
と
一
致
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
と
き
は
、
無
効

　
　
の
宜
告
は
行
な
わ
れ
ず
婚
姻
は
成
立
す
る
。

　
　
＊
本
法
十
七
条
、
民
法
十
条
。

第
十
五
条
ω
婚
姻
が
消
滅
し
た
場
合
、
無
効
と
宜
告
さ
れ
え
な
い
。

　
　
②
既
婚
者
の
男
子
や
既
婚
者
の
女
子
、
ま
た
は
直
系
血
族
の
間
、
又

　
　
は
兄
弟
の
間
に
婚
姻
が
結
ば
れ
た
場
合
に
は
、
婚
姻
消
滅
後
で
あ
っ

　
　
て
も
な
お
無
効
と
宜
告
さ
れ
う
る
。
同
様
の
こ
と
は
養
子
に
よ
る
親

　
　
子
関
係
に
あ
る
者
の
間
に
結
ば
れ
た
婚
姻
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

　
　
＊
本
法
十
七
、
二
二
、
二
四
、
六
三
、
」
七
三
条
。

第
十
六
条
　
ω
若
し
何
れ
か
の
配
偶
者
の
申
立
に
よ
り
婚
姻
を
無
効
と
宣

　
　
告
す
る
訴
訟
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
他
方
の
配
偶
者
の
死
亡
後
で
あ

　
　
つ
て
も
、
裁
判
所
は
婚
姻
を
無
効
と
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
②
婚
姻
無
効
の
宣
告
の
申
立
を
提
出
し
た
配
偶
者
が
死
亡
し
た
場
合

　
　
に
お
い
て
死
亡
後
一
年
以
内
に
そ
の
直
系
卑
属
が
要
求
す
る
限
り
、
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裁
判
所
は
婚
姻
を
無
効
と
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
＊
本
法
十
七
条
、
民
法
七
条
二
項
、
民
事
訴
訟
法
一
〇
七
条
。

第
十
七
条
　
ω
無
効
と
宣
告
さ
れ
た
婚
姻
は
成
立
し
な
か
っ
た
も
の
と
さ

　
　
れ
る
。

　
　
伽
婚
姻
が
無
効
と
宣
告
さ
れ
た
後
の
両
配
偶
者
の
共
通
の
子
に
対
す

　
　
る
権
利
と
義
務
、
互
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
離
婚
し
た
夫
婦
の

　
　
共
通
の
子
に
対
す
る
権
利
と
義
務
、
互
の
財
産
関
係
に
関
す
る
諸
規

　
　
定
を
類
推
適
用
す
る
。

　
　
来
本
法
二
六
、
二
七
条
、
民
法
一
四
八
、
一
七
七
条
、
二
一
五
条
。

　
　
　
　
第
三
章
　
夫
婦
間
の
関
係

第
十
八
条
　
男
女
は
婚
姻
に
お
い
て
平
等
な
権
利
と
義
務
を
も
つ
。
共
同

　
　
に
生
活
し
、
互
に
誠
実
を
尽
し
、
互
に
助
け
合
い
、
健
全
な
家
族
の

　
　
環
境
を
つ
く
る
義
務
を
お
う
。

　
　
栄
　
憲
法
二
十
節
三
項
、
二
七
節
、
本
法
一
節
、
二
一
、
三
四
、
三

　
　
　
七
、
二
九
一
条
二
項
。

第
十
九
条
　
婚
姻
に
よ
り
創
立
さ
れ
た
家
族
の
必
要
を
充
足
す
る
こ
と
は

　
　
両
配
偶
者
の
能
力
と
可
能
性
の
範
囲
で
夫
々
の
義
務
と
さ
れ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
。
家
族
の
必
要
を
充
足
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
子
供
へ
の

　
　
配
慮
や
共
通
の
家
事
の
意
味
を
も
含
む
も
の
と
す
る
。

　
　
来
本
法
八
五
、
九
一
条
、
民
法
一
一
五
条
。

第
二
十
条
　
ω
家
族
に
関
す
る
直
付
に
つ
い
て
は
夫
婦
が
共
通
に
決
定
す

　
　
る
。
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
一
方
の

　
　
申
立
に
よ
り
裁
判
所
が
決
定
す
る
。

　
　
切
職
務
の
執
行
や
職
業
的
活
動
に
関
し
て
は
一
方
の
配
偶
者
は
片
方

　
　
の
配
偶
者
の
賛
成
を
必
要
と
し
な
い
。

　
　
張
本
法
四
九
条
。

第
二
十
一
条
　
ω
何
れ
の
配
偶
者
も
日
常
的
事
務
に
関
し
て
は
他
方
配
偶

　
　
者
を
代
表
す
る
権
利
を
も
つ
。

　
　
働
家
族
の
日
常
的
な
事
務
の
処
理
に
お
け
る
一
方
の
配
偶
者
の
行
為

　
　
は
双
方
の
配
偶
者
を
共
通
に
不
可
分
的
に
拘
束
す
る
。

　
　
偶
前
項
に
つ
い
て
は
、
も
し
一
方
配
偶
者
が
第
三
者
に
対
す
る
そ
の

　
　
効
果
を
個
別
的
に
除
外
し
又
当
該
第
三
者
も
そ
の
こ
と
を
了
知
し
た

　
　
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
＊
本
法
二
二
i
二
五
条
、
民
法
七
四
条
。

　
　
　
　
第
四
章
　
配
偶
者
の
死
亡
及
び
失
踪
宣
告
に
よ
る
婚
姻
の
消
滅

第
二
十
二
条
　
ω
婚
姻
は
配
偶
者
の
一
方
の
死
亡
お
よ
び
失
踪
宣
告
に
よ

　
　
つ
て
消
滅
す
る
。
配
偶
者
が
失
踪
無
告
を
う
け
た
時
は
、
当
該
宣
告

　
　
が
有
効
と
な
っ
た
日
か
ら
婚
姻
は
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
②
失
踪
宣
言
が
取
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
に
他
方
配

　
　
偶
者
が
新
し
い
婚
姻
を
結
ん
で
い
る
と
き
は
か
っ
て
消
滅
し
た
婚
姻

　
　
が
再
生
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
来
民
法
七
条
、
民
訴
一
九
五
条
以
下
。

　
　
　
　
第
五
章
　
離
　
　
血

忌
二
十
三
条
　
ω
国
家
機
関
は
社
会
団
体
お
よ
び
す
べ
て
の
市
民
と
協
力

　
　
し
て
婚
姻
と
家
族
の
強
化
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
婚

　
　
姻
や
家
族
の
諸
関
係
の
堅
固
さ
と
持
続
と
を
害
す
る
よ
う
な
原
因
を

33　（2●104）　260



柔三灘欝舞藻護論集霞黒羅政令（井上）

　
　
排
除
す
る
た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
㈲
婚
姻
に
た
い
す
る
軽
卒
な
態
度
は
社
会
の
利
益
に
反
す
る
。
従
つ

　
　
て
、
社
会
的
理
由
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
離
婚
に
よ
る
婚
姻
解

　
　
消
の
手
段
を
と
り
う
る
。

　
　
来
憲
法
二
六
節
、
本
法
一
節
、
一
、
十
八
、
二
五
条
。

第
二
十
四
条
　
婚
姻
が
そ
の
社
会
的
目
的
を
果
し
え
な
い
程
配
偶
者
の
関

　
　
係
が
重
大
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
方
配
偶
者
の
申
立
に

　
　
よ
り
裁
判
所
は
離
婚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
離
婚
を
決
定
す
る
に

　
　
当
っ
て
は
、
裁
判
所
は
特
に
未
成
年
者
の
子
の
利
益
を
考
慮
に
入
れ

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
崇
本
法
一
節
、
二
六
、
八
五
条
。

第
二
十
五
条
　
裁
判
所
は
婚
姻
の
破
壊
を
聾
し
た
原
因
を
確
か
め
な
け
れ

　
　
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
顕
出
し
て
判
決
理
由
の
中
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。

　
　
崇
民
訴
一
二
〇
、
＝
一
三
、
＝
三
二
、
一
五
七
条
二
項
Q

第
二
十
六
条
　
ω
末
成
年
者
の
子
の
あ
る
親
に
つ
い
て
離
婚
判
決
を
す
る

　
　
に
当
っ
て
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
の
中
に
離
婚
後
の
両
配
偶
者

　
　
の
子
に
対
す
る
権
利
と
義
務
を
規
定
し
、
特
に
、
子
を
誰
の
養
育
に

　
　
ま
か
せ
る
か
、
各
配
偶
者
に
お
い
て
そ
の
養
育
料
を
如
何
に
負
担
す

　
　
る
か
に
つ
き
、
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
②
前
項
の
親
の
子
に
対
す
る
権
利
と
義
務
の
規
定
に
つ
い
て
の
判
決

　
　
は
、
両
配
偶
者
間
の
協
定
に
よ
っ
て
代
え
ら
れ
る
。
但
し
そ
の
協
定

　
　
は
裁
判
所
の
同
意
に
よ
り
始
め
て
有
効
と
な
る
。

　
　
餅
親
の
権
利
と
義
務
を
決
定
す
る
場
合
、
お
よ
び
両
者
の
協
定
に
つ

　
　
い
て
判
定
を
す
る
場
合
に
、
裁
判
所
は
必
ず
、
子
が
正
し
い
認
識
を

　
　
も
つ
市
民
に
う
ま
く
成
長
し
て
ゆ
け
る
最
適
の
条
件
が
保
障
さ
れ
る

　
　
よ
う
に
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
米
本
法
二
八
、
三
一
、
三
三
、
　
八
一
、
八
五
、
九
六
、
　
民
訴
一
一

　
　
　
三
、
　
一
六
三
②
、
　
一
七
六
条
以
下
、
政
令
六
条
ω
。

第
二
十
七
条
ω
親
の
子
と
の
面
接
に
関
す
る
協
定
は
、
裁
判
所
の
同
意

　
　
を
要
し
な
い
。

　
　
②
子
の
教
育
上
親
の
子
と
の
面
接
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

　
　
は
、
裁
判
所
が
之
を
制
限
す
る
。

　
　
㈹
子
の
健
康
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
親
の
子
と
の
面
接

　
　
を
制
限
し
又
は
禁
止
す
る
。

　
　
＊
本
法
二
〇
条
、
民
訴
六
七
、
六
九
、
一
七
六
条
以
下
。

第
二
十
八
条
　
事
情
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
裁
判
所
は
申
立
が
な
く
と

　
　
も
親
の
権
利
と
義
務
の
規
定
、
又
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
協
定
を
改
め

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
崇
本
法
九
九
条
、
民
訴
一
六
三
条
二
項
、
政
令
一
二
条
。

第
二
十
九
条
他
方
配
偶
者
の
氏
を
名
の
っ
て
い
た
配
偶
者
は
離
婚
が
判

　
　
決
さ
れ
法
的
に
有
効
と
な
っ
た
時
か
ら
一
ケ
月
の
間
に
戸
籍
簿
を
管

　
　
理
す
る
国
民
委
員
会
に
通
告
し
て
か
つ
て
の
氏
に
復
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
。

　
　
＊
一
九
五
か
年
法
五
五
号
、
　
一
九
四
九
年
法
二
六
八
号
十
三
条
以

　
　
　
下
。
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資料

　
　
　
　
第
二
部
親
と
子
の
関
係

　
　
　
　
第
一
章
　
子
の
養
育

第
三
十
条
　
子
の
養
育
は
親
と
国
家
と
社
会
団
体
、
殊
に
チ
エ
コ
ス
ロ
バ

　
　
キ
ァ
青
年
団
と
そ
の
パ
三
幅
ー
ル
少
年
団
が
不
可
分
の
統
一
を
な
し

　
　
て
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
来
憲
法
二
四
節
二
項
、
二
六
節
三
項
、
本
法
一
、
五
節
、
六
三
、
七

　
　
　
八
、
八
一
条
、
学
校
法
、
見
習
法
。

第
三
十
ロ
条
　
ω
子
の
主
要
な
教
育
的
課
題
は
次
の
点
に
あ
る
。
即
ち
、

　
　
子
の
感
情
的
、
理
性
的
、
道
徳
的
発
展
に
対
し
て
、
社
会
主
義
社
会

　
　
の
道
徳
諸
原
理
の
精
神
に
そ
っ
た
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
る
。

　
　
②
教
育
は
、
子
が
益
4
広
汎
で
深
い
文
化
を
身
に
つ
け
、
労
働
に
対

　
　
す
る
責
任
深
い
態
度
を
学
び
、
そ
の
意
識
と
行
動
の
中
に
愛
国
心
、

　
　
諸
国
民
間
の
友
情
、
社
会
主
義
財
産
の
保
護
、
全
体
利
益
に
個
人
利

　
　
益
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
、
社
会
主
義
的
共
同
生
活
の
諸
規
則
の
自
発

　
　
的
意
識
的
保
持
、
他
人
の
尊
敬
、
個
人
的
謙
譲
、
誠
実
、
犠
牲
的
精

　
　
神
な
ど
の
よ
う
な
道
徳
諸
原
理
が
み
た
さ
れ
る
よ
う
に
、
遂
行
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
来
憲
法
三
四
節
以
下
、
本
法
二
六
㈹
、
八
一
…
田
、
九
六
条
。

　
　
　
　
　
親
と
子
の
権
利
と
義
務

第
三
十
二
条
　
ω
子
の
教
育
に
つ
い
て
は
親
が
決
定
的
な
役
割
を
果
す
。

　
　
②
親
は
そ
の
個
人
生
活
、
行
動
、
社
会
に
対
す
る
態
度
に
よ
っ
て
、

　
　
そ
の
子
に
対
し
て
模
範
た
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
※
本
法
四
節
、
三
〇
ω
、
　
四
一
、
六
三
、
七
二
、
七
三
梱
、
　
七
八

　
　
　
条
。

第
三
十
二
条
　
ω
親
は
、
そ
の
子
の
全
面
的
の
発
展
に
つ
い
て
社
会
に
対

　
　
し
て
責
任
を
も
ち
、
そ
の
教
育
を
絶
え
ず
一
貫
し
て
、
そ
の
扶
養
を

　
　
図
り
、
そ
の
行
動
を
健
全
な
意
識
的
市
民
に
な
る
よ
う
に
方
向
ず
け

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
三
子
の
親
で
は
な
く
と
も
子
と
同
じ
家
庭
に
共
に
生
活
し
て
い
る
配

　
　
偶
者
も
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
協
力
す
る
義
務
を
も
つ
。

　
　
来
本
法
四
節
、
六
三
、
七
八
、
民
法
一
一
五
条
、
刑
法
二
一
五
、
二

　
　
　
一
七
条
。

第
三
十
四
条
ω
親
の
権
利
と
義
務
に
つ
き
、
親
は
双
方
と
も
共
通
し
て

　
　
も
つ
も
の
と
す
る
。

　
　
②
親
の
権
利
は
、
完
全
な
範
囲
に
お
け
る
法
律
行
為
の
能
力
を
も
た

　
　
な
い
配
偶
者
に
は
存
し
な
い
。

　
　
＊
民
法
八
条
、
十
条
。

第
三
十
五
条
　
親
と
同
じ
家
庭
で
生
活
し
て
い
る
子
は
、
自
ら
の
能
力
に

　
　
応
じ
て
、
両
親
を
助
け
る
義
務
を
お
う
。
自
ら
労
働
し
て
収
入
を
得

　
　
て
い
る
と
き
は
、
家
族
の
共
通
の
必
要
に
つ
い
て
の
支
払
を
分
担
す

　
　
る
義
務
が
あ
る
。

　
　
米
本
法
六
節
、
八
七
条
、
一
九
五
〇
年
民
法
一
二
条
二
項
（
現
行
民

　
　
　
法
五
〇
九
条
一
項
参
照
）
。

第
三
十
六
条
　
親
は
自
己
の
未
成
年
者
の
子
を
代
理
し
、
そ
の
事
務
を
管

　
　
理
す
る
権
利
と
義
務
を
も
つ
。

　
　
来
客
法
一
〇
四
条
、
二
二
条
以
下
。
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第
三
十
七
条
ω
子
は
、
完
全
な
範
囲
に
お
い
て
法
律
行
為
の
能
力
を
も

　
　
ち
、
そ
の
親
と
し
て
の
権
利
を
排
除
さ
れ
て
い
な
い
、
ど
ち
ら
側
の

　
　
親
に
よ
っ
て
も
代
理
さ
れ
う
る
。

　
　
②
親
と
子
と
の
利
益
の
衝
突
、
或
は
子
の
間
の
利
益
の
衝
突
に
な
り

　
　
う
る
よ
う
な
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
何
れ
の
親
も
子
供
を
代
理
で
き

　
　
な
い
。

　
　
個
も
し
子
が
何
れ
の
親
に
よ
っ
て
も
代
理
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、

　
　
裁
判
所
が
子
供
の
後
見
人
を
決
定
す
る
。

　
　
来
憲
法
二
〇
㈹
、
二
七
節
、
本
法
一
節
、
一
八
、
三
四
条
一
項
。

第
三
十
八
条
　
ω
子
は
両
の
共
通
の
姓
或
は
婚
姻
が
成
立
し
た
際
の
協
定

　
　
に
よ
る
片
方
の
親
の
姓
を
う
け
る
。

　
　
②
こ
の
規
定
が
適
用
で
き
ず
、
親
が
異
っ
た
姓
を
も
つ
場
合
に
は
、

　
　
親
は
子
の
氏
に
つ
い
て
協
定
し
、
戸
籍
簿
管
理
の
任
務
を
も
つ
国
民

　
　
委
員
会
に
通
知
す
る
。

　
　
⑭
親
が
子
の
名
広
は
姓
に
つ
い
て
協
定
に
達
し
え
な
い
か
、
又
は
ど

　
　
ち
ら
の
親
も
不
明
な
場
合
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
　
＊
本
法
八
条
二
項
、
一
九
五
〇
年
心
々
五
五
号
三
、
四
条
、
戸
籍
簿

　
　
　
に
関
す
る
一
九
四
九
年
法
二
六
八
号
＝
二
条
以
下
。

第
三
十
九
条
　
ω
親
が
そ
の
子
の
出
生
以
後
婚
姻
を
結
ん
だ
場
合
、
そ
の

　
　
子
は
当
該
親
の
他
の
子
の
た
め
に
決
定
さ
れ
た
姓
を
う
け
る
。

　
　
②
も
し
、
父
の
不
明
な
子
を
も
つ
母
が
婚
姻
を
結
ぶ
場
合
、
夫
婦
は

　
　
一
致
し
て
、
戸
籍
簿
管
理
の
任
務
を
も
つ
国
民
委
員
会
の
前
で
彼
ら

　
　
の
他
の
子
の
た
め
に
決
定
さ
れ
た
姓
が
こ
の
子
に
も
う
け
ら
れ
る
よ

　
　
う
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
米
本
法
八
条
二
項
。

第
四
十
条
　
子
が
成
年
者
と
な
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
子
の

　
　
姓
を
変
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
来
民
法
八
条
、
　
姓
名
の
応
用
に
関
す
る
】
九
五
〇
年
法
五
五
号
二

　
　
　
条
、
戸
籍
簿
に
関
す
る
一
九
四
九
年
法
二
六
八
号
二
〇
条
。

　
　
　
　
第
二
章
　
親
の
権
利
と
義
務
の
遂
行
に
お
け
る
社
会
の
参
加

第
四
十
一
条
　
ω
社
会
が
発
展
す
る
に
つ
れ
、
生
長
期
の
世
代
の
教
育
に

　
　
た
い
す
る
社
会
の
影
響
力
も
上
昇
し
て
ゆ
く
。

　
　
②
も
し
両
親
の
権
利
と
義
務
の
正
当
な
遂
行
上
必
要
が
あ
る
と
き

　
　
は
、
両
親
何
れ
も
、
学
校
、
国
民
委
員
会
、
裁
判
所
、
そ
の
他
の
国

　
　
家
機
関
、
社
会
団
体
の
援
助
を
要
求
す
る
権
利
を
も
つ
。

　
　
豪
憲
法
二
四
節
、
　
学
校
法
、
見
習
法
、
　
国
民
委
員
会
に
関
す
る
法

　
　
　
律
、
政
令
三
条
以
下
。

第
四
十
二
条
　
ω
子
の
正
し
い
教
育
に
社
会
は
利
益
を
も
つ
の
で
、
市
民

　
　
又
は
社
会
団
体
は
、
親
に
対
し
て
そ
の
子
の
有
害
な
行
動
を
告
知
す

　
　
る
権
利
を
も
つ
。
こ
う
い
う
子
及
び
両
親
の
権
利
と
義
務
の
重
大
な

　
　
違
反
を
、
市
民
又
は
社
会
団
体
は
、
国
民
委
員
会
、
裁
判
所
又
は
そ

　
　
の
他
の
国
家
機
関
に
告
知
し
う
る
し
、
当
該
機
関
は
そ
の
告
知
に
よ

　
　
つ
て
適
当
な
処
置
を
と
る
義
務
を
お
う
。

　
　
②
両
親
の
権
利
を
制
限
す
る
よ
う
な
処
置
は
裁
判
所
の
み
と
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
。

　
　
来
一
項
に
つ
き
憲
法
四
条
、
三
四
、
三
八
節
、
裁
判
所
構
成
怯
、
国
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料資

　
　
　
民
委
員
会
に
関
す
る
法
律
、
二
項
に
つ
き
本
法
四
四
一
四
六
、
政

　
　
　
令
＝
二
条
、
一
四
条
。

第
四
十
三
条
　
ω
国
民
委
員
会
は
、
親
と
国
家
と
社
会
団
体
の
協
力
の
も

　
　
と
で
、
自
ら
の
地
区
に
お
け
る
、
未
成
年
の
子
の
教
育
や
養
育
や
そ

　
　
の
全
灼
発
展
に
都
合
の
よ
い
条
件
を
つ
く
り
、
未
成
年
者
の
利
益
を

　
　
保
護
す
る
。

　
　
㈹
も
し
子
の
正
し
い
教
育
に
対
す
る
社
会
の
利
益
か
ら
し
て
必
要
が

　
　
あ
る
場
合
に
は
、
国
民
委
員
会
は
次
の
処
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
㈲
未
成
年
者
、
又
は
未
成
年
者
の
正
し
い
教
育
を
侵
害
す
る
親
や

　
　
　
市
民
に
対
し
て
観
察
処
分
を
と
る
か
、
又
は
社
会
団
体
が
当
該
処

　
　
　
分
を
行
う
よ
う
要
求
す
る
。

　
　
　
個
未
成
年
者
の
後
見
を
決
定
し
、
国
家
や
社
会
団
体
の
協
力
の
も

　
　
　
と
で
住
居
地
又
は
職
場
に
お
い
て
後
見
を
執
行
す
る
。

　
　
　
回
未
成
年
者
の
教
育
に
と
っ
て
有
害
な
影
響
を
除
外
す
る
よ
う
な

　
　
　
制
限
、
特
に
、
未
成
年
者
の
人
格
に
と
り
不
適
当
な
企
業
や
遊
戯

　
　
　
場
へ
の
立
入
り
の
制
限
を
課
す
る
。

　
　
㈹
前
項
の
諸
処
置
は
裁
判
所
も
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
国

　
　
民
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
は
裁
判
所
の
許
可
を
要
し
な
い
。

　
　
当
該
処
置
を
変
更
し
又
は
取
消
す
こ
と
は
そ
れ
を
な
し
た
機
関
し
か

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
来
憲
法
八
七
法
国
民
委
員
会
に
関
す
る
法
律
政
令
一
九
六
〇
年
払
第

　
　
　
七
一
号
政
令
七
条
。

第
四
十
四
条
　
ω
も
し
親
の
権
利
と
義
務
の
遂
行
が
重
大
な
障
害
に
面
し

　
　
た
と
き
、
子
の
正
し
い
教
育
に
対
す
る
社
会
の
利
益
が
こ
れ
を
要
求

　
　
す
る
限
り
、
裁
判
所
は
親
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
②
も
し
親
が
そ
の
権
利
と
義
務
を
正
し
く
遂
行
し
な
い
と
き
子
の
正

　
　
し
い
教
育
に
対
す
る
社
会
の
利
益
が
こ
れ
を
要
求
す
る
限
り
、
裁
判

　
　
所
は
親
の
権
利
を
制
限
す
る
。

　
　
㈲
も
し
親
が
そ
の
権
利
を
濫
用
し
又
は
そ
の
義
務
を
重
大
に
解
怠
す

　
　
る
と
き
裁
判
所
は
親
の
権
利
を
排
除
す
る
。

　
　
崇
本
法
二
八
、
四
二
②
、
四
六
条
。

第
四
十
五
条
　
ω
子
の
利
益
が
要
求
す
る
限
り
、
裁
判
所
は
そ
の
子
を
親

　
　
以
外
の
市
民
の
教
育
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
市
民
は
そ
の

　
　
子
の
正
し
い
教
育
を
す
る
保
障
と
な
る
も
の
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
当
該
市
民
の
子
に
対
す
る
権
利
と
義

　
　
務
の
範
囲
を
決
定
す
る
。

　
　
②
子
の
教
育
が
重
大
に
侵
害
さ
れ
、
他
の
教
育
的
措
置
が
反
省
の
結

　
　
果
を
斉
ら
さ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
施
設
に
よ
る
教
育
を
命

　
　
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
大
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
本

　
　
人
が
成
年
者
と
な
っ
た
と
き
か
ら
最
大
一
年
以
内
に
お
い
て
馬
施
設

　
　
に
よ
る
教
育
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
※
本
法
二
六
偶
、
四
二
②
、
四
六
条
、
政
令
一
四
条
。

第
四
十
六
条
　
急
を
要
す
る
と
き
は
、
国
民
委
員
会
は
、
裁
判
所
に
よ
つ

　
　
て
の
み
な
さ
れ
る
処
置
を
も
予
め
執
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
と
き
は

　
　
遅
滞
な
く
裁
判
所
に
報
告
し
、
裁
判
所
は
事
後
決
定
を
す
る
。

　
　
豪
本
法
四
二
②
、
四
四
、
四
五
条
、
政
令
一
四
条
。
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第
四
十
七
条
　
国
民
委
員
会
と
裁
判
所
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
課
し
た
教
育

　
　
的
処
分
を
一
貫
し
て
検
査
し
、
そ
の
有
効
性
を
評
価
す
る
。

　
　
楽
政
令
八
条
。

第
四
十
八
条
　
国
民
委
員
会
又
は
裁
判
所
に
よ
り
未
成
年
者
の
利
益
の
保

　
　
護
を
ま
か
さ
れ
た
市
民
は
、
未
成
年
者
を
そ
の
住
居
に
訪
問
し
、
住

　
　
居
、
学
校
、
職
場
に
お
い
て
当
該
未
成
年
者
に
対
す
る
配
慮
を
確
か

　
　
め
、
教
育
上
の
状
況
を
検
査
す
る
権
利
を
も
つ
。
国
家
機
関
、
社
会

　
　
団
体
、
親
は
、
当
該
市
民
の
こ
の
行
動
に
つ
い
て
全
面
的
に
支
持
す

　
　
る
も
の
と
す
る
。

　
　
来
憲
法
三
一
節
、
本
法
四
五
条
＝
項
、
政
令
一
七
、
　
一
八
条
。

第
四
十
九
条
　
親
の
権
利
と
義
務
の
遂
行
に
つ
い
て
、
親
が
重
大
な
問
題

　
　
に
お
い
て
一
致
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
決
め
る
。

　
　
来
本
法
二
〇
、
三
四
条
一
項
。

第
五
十
条
　
ω
未
成
年
者
の
子
と
親
が
共
忙
生
活
し
て
い
な
い
場
合
、
裁

　
　
判
所
は
申
立
が
な
く
と
も
そ
の
権
利
と
義
務
を
調
整
し
、
と
く
に
子

　
　
が
誰
の
教
育
に
依
嘱
さ
れ
る
か
、
親
の
各
々
が
そ
の
扶
養
に
い
か
に

　
　
寄
与
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
。

　
　
②
二
六
条
な
い
し
二
八
条
の
規
定
は
本
条
に
準
用
さ
れ
る
。

　
　
来
本
法
一
八
、
二
六
－
二
八
、
八
五
、
九
六
、
九
九
条
。

　
　
　
　
第
三
章
　
父
牲
の
決
定

第
五
十
一
条
　
ω
婚
姻
が
結
ば
れ
、
そ
れ
が
消
滅
し
て
か
ら
又
は
無
効
と

　
　
宣
告
さ
れ
て
か
ら
三
百
日
目
ま
で
に
生
れ
た
子
は
、
そ
の
母
親
の
配

　
　
偶
者
を
父
と
す
る
。

　
　
②
再
婚
し
た
女
性
の
場
合
に
は
、
そ
の
生
れ
た
子
が
前
の
婚
姻
が
消

　
　
滅
し
て
か
ら
又
は
無
効
と
宣
告
さ
れ
て
か
ら
三
百
日
目
に
な
ら
な
い

　
　
間
で
も
現
配
偶
者
を
父
と
す
る
。

　
　
㈲
父
性
決
定
の
為
の
時
日
の
計
算
に
お
い
て
は
、
死
者
と
布
告
さ
れ

　
　
た
者
の
婚
姻
は
、
死
者
の
布
告
の
中
で
死
者
の
亡
日
と
さ
れ
た
日
か

　
　
ら
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
　
帯
本
法
一
〇
四
条
、
民
法
七
条
二
項
、
一
二
二
条
。

第
五
十
二
条
　
ω
そ
れ
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
親
の
一
致
し
た
宣
言
に

　
　
よ
り
父
性
を
決
定
さ
れ
た
男
性
を
父
と
す
る
。

　
　
②
両
親
の
一
致
し
た
宣
言
は
、
戸
籍
簿
管
理
の
任
務
を
も
つ
国
民
委

　
　
員
会
又
は
裁
判
所
の
前
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
㈹
母
親
が
精
神
異
状
の
た
め
自
ら
の
行
動
の
意
味
を
評
価
で
き
な
い

　
　
場
合
、
又
は
母
親
の
宣
言
を
う
る
こ
と
が
克
服
し
難
い
障
害
に
面
し

　
　
て
い
る
場
合
母
親
の
宣
言
を
要
し
な
い
。

　
　
崇
本
法
四
条
、
民
法
一
〇
条
。
　
　
　
ダ

第
五
十
三
条
両
親
の
一
致
し
た
宣
言
に
よ
り
、
既
に
受
識
し
ま
だ
生
れ

　
　
て
い
な
い
子
の
父
性
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
崇
民
法
七
条
一
項
。

第
五
十
四
条
　
ω
両
親
の
一
致
し
た
宣
言
に
よ
る
父
性
の
決
定
が
行
な
わ

　
　
れ
な
い
場
合
、
子
も
母
親
も
裁
判
所
に
父
性
の
決
定
を
申
立
て
る
こ

　
　
と
が
出
来
る
。

　
　
②
子
が
生
れ
た
日
ま
で
最
小
一
八
○
日
長
、
最
大
三
〇
〇
日
間
の
間

　
　
艇
そ
の
子
の
母
親
と
性
交
を
行
っ
た
男
性
を
、
重
要
な
条
件
が
本
人
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の
父
性
を
排
斥
し
な
い
限
り
、
父
と
す
る
。

　
　
来
集
法
一
〇
四
条
、
民
法
一
二
二
条
、
民
事
訴
七
三
、
　
一
＝
二
条
、

　
　
　
政
令
一
二
条
。

第
五
十
五
条
も
し
父
と
思
わ
れ
る
者
が
生
存
し
て
い
な
い
場
合
、
裁
判

　
　
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
後
見
人
に
対
し
て
父
性
の
決
定
の
申
立
が

　
　
提
出
さ
れ
る
。

　
　
　
崇
民
法
二
九
条
、
民
事
訴
一
九
二
条
。

第
五
十
六
条
　
も
し
申
並
て
た
者
が
訴
訟
中
死
亡
し
た
と
き
は
、
申
立
権

　
　
を
も
つ
他
の
法
人
が
当
該
訴
訟
を
継
承
す
る
。
子
が
死
亡
し
て
か
ら

　
　
六
カ
月
以
内
で
あ
れ
ば
、
申
立
て
た
者
の
直
系
卑
属
も
、
も
し
父
性

　
　
決
定
に
対
し
て
の
自
ら
の
法
律
上
の
利
害
を
証
明
す
れ
ば
、
父
性
決

　
　
定
の
申
立
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
＊
民
事
訴
八
○
条
㈲
、
　
一
九
条
、
一
〇
七
条
。

第
五
十
七
条
　
ω
夫
は
そ
の
妻
が
子
を
生
ん
だ
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
六

　
　
カ
月
以
内
に
自
分
が
そ
の
父
で
あ
る
こ
と
を
裁
判
所
に
た
い
し
て
否

　
　
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
②
も
し
夫
が
法
律
行
為
能
力
を
喪
失
し
、
し
か
も
そ
の
事
情
が
前
項

　
　
の
否
認
期
間
の
経
過
以
前
に
生
じ
た
と
き
、
妻
は
、
夫
の
後
見
入
に
よ

　
　
り
子
の
出
産
に
つ
い
て
知
ら
れ
た
日
か
ら
六
ケ
月
以
内
に
、
或
は
既

　
　
に
以
前
か
ら
子
の
出
産
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
た
場
合
は
後
見
人
に

　
　
委
嘱
さ
れ
て
か
ら
六
ケ
月
以
内
に
、
夫
の
父
性
を
否
認
で
き
る
。

　
　
＊
本
法
一
〇
四
条
、
民
法
一
〇
、
二
九
、
｝
二
二
、
民
訴
一
九
二
条
。

第
五
十
八
条
　
ω
も
し
子
が
婚
姻
が
結
ば
れ
て
一
八
○
置
目
と
、
婚
姻
の

　
　
消
滅
し
た
日
又
は
無
効
と
さ
れ
た
日
か
ら
三
〇
〇
日
目
の
前
の
間
に

　
　
生
れ
た
場
合
、
父
性
の
否
認
は
母
の
夫
が
父
の
子
で
あ
る
こ
と
が
不

　
　
可
能
で
あ
る
場
合
し
か
で
き
な
い
。

　
　
㈲
子
が
婚
姻
締
結
後
一
八
○
日
目
の
前
に
生
れ
た
場
合
、
母
の
夫
が

　
　
裁
判
所
の
前
で
、
自
ら
の
父
性
を
否
認
し
た
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
も
し
夫
が
子
の
母
と
、
子
の
出
生
ま
で
一
八
○
日
以
上
の

　
　
時
日
の
経
過
し
た
と
き
に
、
又
は
、
三
〇
〇
日
の
経
過
が
た
た
な
い
問

　
　
に
、
性
交
を
行
い
、
又
は
、
婚
姻
を
結
ん
だ
と
き
に
彼
女
の
懐
妊
し

　
　
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
前
段
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
　
来
本
法
一
〇
四
条
、
民
法
＝
一
二
条
。

第
五
十
九
条
　
ω
夫
は
母
と
子
が
両
方
生
き
て
い
る
場
合
、
両
者
に
た
い

　
　
し
て
父
牲
を
否
認
で
き
る
。
片
方
が
生
存
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、

　
　
他
方
に
た
い
し
て
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
も
母
も
生
き
て
い

　
　
な
い
と
き
は
夫
は
そ
の
権
利
を
も
た
な
い
。

　
　
②
母
も
子
が
生
れ
て
六
ケ
月
以
内
に
そ
の
夫
が
子
の
父
で
あ
る
こ
と

　
　
を
否
認
で
き
る
。
こ
こ
に
は
夫
の
否
認
権
が
準
用
さ
れ
る
。

　
　
＊
本
法
五
八
、
一
〇
四
、
民
法
＝
一
二
条
。

第
六
十
条
も
し
再
婚
し
た
母
の
後
の
夫
が
子
の
父
で
な
い
と
い
う
有
効

　
　
な
判
決
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
の
夫
が
そ
の
父
性
を
否
認
す
る
た

　
　
め
の
六
ケ
月
の
期
閥
と
い
う
の
は
、
当
該
有
効
な
判
決
を
知
っ
た
日

　
　
か
ら
始
ま
る
も
の
と
す
る
。

　
　
＊
本
法
五
八
、
　
一
〇
四
条
、
民
法
＝
一
二
条
。

第
六
十
一
条
　
ω
両
親
の
一
致
し
た
宣
言
に
よ
っ
て
父
と
決
定
さ
れ
た
男
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ぽ
い
自
劾
が
を
⑳
子
酔
気
で
あ
都
乙
と
が
不
可
能
で
あ
②
v
且
つ
、

　
　
そ
の
父
性
が
さ
き
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
六
ケ
月
未
満
で
あ
る
か
、

　
　
又
は
、
少
く
と
も
子
が
生
れ
て
六
ケ
月
ま
で
に
、
自
己
の
父
性
を
裁

　
　
判
所
の
前
で
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
q

　
　
②
子
供
の
母
も
同
じ
期
間
に
お
い
て
、
両
親
の
一
致
し
た
宣
言
に
よ

　
　
つ
て
そ
の
父
性
を
決
定
さ
れ
た
男
が
子
供
の
父
で
あ
る
こ
と
を
否
認

　
　
で
き
る
。

　
　
㈹
五
七
条
二
項
と
五
九
条
二
項
の
規
定
は
こ
こ
で
も
準
用
さ
れ
る
。

　
　
馨
本
法
五
二
、
五
七
、
五
九
、
　
一
〇
四
条
、
民
法
一
二
二
条
。

第
六
十
二
条
　
ω
片
方
の
親
に
よ
っ
て
父
性
を
否
認
で
き
る
期
間
が
尽
き

　
　
た
場
合
で
あ
っ
て
な
お
社
会
の
利
益
が
そ
れ
を
要
求
す
る
限
り
、
検

　
　
事
総
長
は
父
や
母
や
子
に
対
し
父
性
の
否
認
を
申
立
て
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
。

　
　
②
何
れ
か
が
生
存
し
て
い
な
い
場
合
検
事
総
長
は
残
り
の
者
に
対
し

　
　
て
父
性
の
否
認
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
れ
も
生
き
て
い
な

　
　
い
場
合
に
は
当
該
事
務
を
委
嘱
さ
れ
た
後
見
人
に
た
い
し
て
申
立
て

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
来
本
法
五
七
、
五
九
－
六
一
条
、
民
法
二
九
条
、
民
訴
一
九
二
条
。

　
　
　
　
第
四
章
　
養
　
　
子

等
六
十
三
条
　
ω
養
子
に
よ
り
養
親
と
養
子
と
の
間
に
は
親
子
関
係
と
同

　
　
一
の
関
係
が
成
立
し
又
養
子
と
養
親
の
親
戚
と
の
間
は
親
戚
関
係
が

　
　
生
ず
る
。
養
親
は
養
子
の
教
育
に
つ
い
て
親
の
権
利
と
義
務
と
を
も

　
　
つ
（
三
二
条
～
三
七
条
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
②
養
親
の
申
立
に
よ
ゆ
養
子
縁
組
を
裁
判
所
が
決
定
す
る
。

　
　
＊
本
法
三
二
条
以
下
、
民
訴
一
八
一
条
以
下
。

第
六
十
四
条
　
ω
子
と
社
会
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
養
子
縁
組
を
、
自
ら

　
　
の
生
活
態
度
に
よ
っ
て
保
障
す
る
よ
う
な
市
民
の
み
が
養
親
と
な
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
②
法
律
行
為
の
能
力
を
も
た
ぬ
も
の
は
養
親
と
な
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
い
。

　
　
巌
本
法
七
九
条
一
項
、
民
法
八
条
、
政
令
六
条
囚
、
　
一
〇
条
ω
8
、

　
　
　
民
訴
一
七
八
条
②
、
一
八
三
条
。

第
六
十
五
条
　
ω
養
親
と
養
子
と
の
間
に
は
適
当
な
年
令
差
が
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。

　
　
②
養
子
は
未
成
年
者
の
み
、
し
か
も
養
子
に
と
り
有
利
な
場
合
に
の

　
　
み
で
き
る
。

　
　
＊
民
法
八
条
。

第
六
十
六
条
　
ω
子
供
を
土
ハ
通
の
養
子
と
す
る
の
は
、
夫
婦
に
の
み
で
き

　
　
る
。

　
　
②
養
親
が
配
偶
者
で
あ
る
場
合
、
他
方
配
偶
者
の
同
意
の
あ
る
と
き

　
　
に
の
み
養
子
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
他
方
配
偶
者
が
法
律

　
　
行
為
の
能
力
を
な
く
し
た
場
合
、
又
は
、
そ
の
同
意
が
重
大
な
障
害

　
　
の
た
め
得
が
た
い
場
合
、
そ
の
同
意
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
来
本
法
七
四
条
二
項
、
民
法
一
〇
条
。

第
六
十
七
条
　
養
子
に
は
養
子
と
な
る
べ
き
子
の
法
律
上
の
代
理
者
の
許

　
　
可
を
要
す
る
。
も
し
子
じ
し
ん
が
養
子
と
な
る
こ
と
の
効
果
を
判
断
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で
き
る
場
合
そ
の
同
意
も
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
同
意
は

　
　
養
子
と
な
る
目
的
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
崇
本
法
三
六
、
二
七
、
六
八
、
七
八
、
八
三
条
Q

第
六
十
八
条
0
ゆ
養
子
と
な
る
べ
き
子
の
法
律
上
の
代
理
者
が
そ
の
子
の

　
　
親
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
当
る
と
き
は
そ
の
許
可
を

　
　
要
し
な
い
。

　
　
　
㈲
親
が
少
く
と
も
一
年
間
に
わ
た
り
親
と
し
て
子
供
に
示
す
べ
き

　
　
　
真
の
関
心
を
示
さ
な
い
場
合
。

　
　
　
働
親
が
特
定
の
養
親
を
と
わ
ず
前
以
て
養
子
に
同
意
し
て
い
る
場

　
　
　
合
。
事
前
の
同
意
は
口
頭
に
よ
り
裁
判
所
又
は
国
民
委
員
会
の
前

　
　
　
で
議
定
書
に
書
き
入
れ
ら
れ
う
る
。

　
　
図
前
項
の
場
合
で
も
、
養
子
手
続
に
お
い
て
は
、
子
に
当
て
ら
れ
た

　
　
後
見
人
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
来
本
法
四
節
、
三
三
条
以
下
、
六
八
条
二
項
。

第
六
十
九
条
　
田
裁
判
所
に
よ
っ
て
養
子
に
つ
い
て
の
決
定
が
な
さ
れ
る

　
　
よ
り
も
前
に
、
子
は
少
く
と
も
三
ケ
月
に
わ
た
っ
て
将
来
の
養
親
の

　
　
経
費
に
よ
り
将
来
の
養
親
の
監
護
の
下
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
②
前
項
の
措
置
は
施
設
が
郡
国
民
委
員
会
と
の
話
合
い
の
も
と
で
行

　
　
う
。
た
だ
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
施
設
の
監
護
を
う
け
て
い
る
子

　
　
に
つ
い
て
の
み
は
、
裁
判
所
が
そ
の
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
に
た

　
　
い
す
る
法
律
上
の
代
理
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
六
七
条
、
六
八
条

　
　
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

　
　
豪
政
令
七
、
一
〇
、
｝
三
、
一
四
条
。

第
七
十
条
　
裁
判
所
は
、
医
師
の
診
断
書
に
も
と
づ
い
て
養
親
と
養
子
の

　
　
健
康
状
態
が
養
子
の
目
的
に
矛
盾
し
な
い
か
を
確
か
め
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
そ
の
確
認
の
結
果
を
養
親
と
養
子
の
代
理
者
と
に
通
知
し
、
か

　
　
つ
養
子
の
目
的
と
内
容
と
効
果
に
つ
い
て
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
来
本
法
六
四
条
、
民
訴
一
八
三
条
。

第
七
十
一
条
養
子
は
養
親
の
姓
を
う
け
る
。
夫
婦
の
共
通
の
養
子
は
当

　
　
該
夫
婦
の
他
の
子
に
決
定
さ
れ
た
姓
を
う
け
る
。

　
　
栄
本
法
三
八
条
、
民
訴
一
八
四
条
。

第
七
十
二
条
ω
養
子
に
よ
っ
て
養
子
と
な
っ
た
子
と
煮
て
の
家
族
と
の

　
　
間
の
相
互
の
権
利
と
義
務
と
は
消
滅
す
る
。
又
親
に
代
っ
て
当
権
利

　
　
と
義
務
を
執
行
す
る
た
め
に
委
嘱
さ
れ
た
後
見
人
の
権
利
と
義
務
も

　
　
消
滅
す
る
。

　
　
②
も
し
養
子
の
片
方
の
親
の
配
偶
者
が
養
親
と
な
っ
た
場
合
、
養
子

　
　
縁
組
は
、
養
子
と
な
っ
た
子
供
と
当
該
親
や
親
戚
と
の
関
係
を
変
え

　
　
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
＊
本
法
三
二
条
以
下
、
七
八
条
以
下
、
八
五
条
以
下
。

第
七
十
三
条
　
ω
解
除
を
ゆ
る
さ
ぬ
養
子
を
除
い
て
、
養
子
は
裁
判
所
に

　
　
よ
り
重
要
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
養
子
又
は
、
養
親
の
申
立

　
　
に
よ
っ
て
の
み
解
除
で
き
る
。

　
　
②
養
子
が
成
年
者
と
な
っ
た
場
合
、
養
子
と
養
親
と
の
話
合
に
よ
り

　
　
養
子
を
解
除
で
き
る
が
、
こ
の
話
合
い
は
裁
判
所
の
前
で
構
成
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
㈹
養
子
縁
組
の
解
除
に
よ
り
、
養
子
と
な
っ
た
子
供
と
元
の
家
族
の
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問
に
は
再
び
相
互
の
権
利
と
義
務
が
成
立
す
る
。
養
子
は
再
び
元
の

　
　
姓
を
う
け
る
。
但
し
、
裁
判
所
が
予
め
の
調
査
に
よ
り
親
が
そ
の
権

　
　
利
を
正
し
く
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
同
時

　
　
に
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

　
　
楽
本
法
七
四
条
三
項
。

　
　
　
　
解
除
を
許
さ
ぬ
養
子

第
七
十
四
条
　
ω
養
子
は
、
裁
判
所
が
養
親
の
申
立
に
よ
り
養
親
を
戸
籍

　
　
簿
に
養
子
の
両
親
の
代
り
に
書
き
入
れ
る
決
定
を
す
る
形
式
で
も
行

　
　
い
う
る
。

　
　
②
こ
の
形
式
の
養
子
は
、
夫
婦
の
み
、
又
は
、
養
子
の
片
方
の
親
と

　
　
夫
婦
関
係
を
結
ん
だ
配
偶
者
に
の
み
許
さ
れ
る
。

　
　
㈹
こ
の
養
子
縁
組
は
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
＊
本
法
六
六
、
七
三
条
、
一
九
四
九
年
法
第
二
六
八
号
（
一
〇
条
㈲
）
。

第
七
十
五
条
　
養
子
は
一
才
以
上
の
未
成
年
者
に
つ
い
て
の
み
で
き
る
。

　
　
崇
本
法
六
五
条
二
項
。

第
七
十
六
条
解
除
を
許
さ
ぬ
養
子
は
、
養
子
が
再
び
養
子
と
な
る
こ
と

　
　
を
妨
げ
な
い
。

第
七
十
七
条
養
親
が
戸
籍
添
上
養
子
の
親
の
代
り
に
書
き
入
れ
ら
れ
る

　
　
決
定
は
、
事
後
的
に
養
子
が
成
年
者
に
な
ら
ぬ
限
り
、
裁
判
所
に
よ

　
　
り
行
な
わ
れ
う
る
が
、
そ
れ
は
さ
き
の
規
定
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
養

　
　
子
の
場
合
で
も
で
き
る
。
も
し
養
子
手
続
の
中
で
、
養
子
を
審
問
し

　
　
な
か
っ
た
場
合
、
こ
の
決
定
を
す
る
た
め
に
養
子
の
同
意
は
必
要
で

　
　
な
い
。

　
　
＊
本
法
六
七
条
、
一
九
四
九
年
法
二
六
五
号
六
三
一
六
九
条
、
養
子
規

　
　
　
定
の
変
更
に
関
す
る
　
九
五
八
年
法
一
五
号
、
民
訴
｝
八
一
条
以

　
　
　
下
。

　
　
　
　
第
五
章
　
そ
の
権
利
と
義
務
を
遂
行
で
き
な
い
親
の
末
成
年

　
　
　
　
　
　
　
　
者
の
教
育
と
代
理

第
七
十
八
条
　
ω
も
し
未
成
年
者
の
双
方
の
親
が
死
亡
し
た
と
き
、
又
は

　
　
親
の
権
利
を
排
除
さ
れ
た
と
き
、
又
は
、
全
範
囲
に
お
け
る
法
律
行
．

　
　
為
の
能
力
を
も
た
な
い
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
未
成
年
者
を

　
　
教
育
し
、
代
理
し
、
親
の
代
り
に
そ
の
事
務
を
管
理
す
べ
き
後
見
人
，

　
　
を
決
定
す
る
。

　
　
②
後
見
人
の
役
目
は
光
栄
あ
る
義
務
で
あ
る
。

　
　
＊
本
法
三
二
条
以
下
、
四
四
条
、
民
法
八
条
、
民
訴
一
七
八
条
。

第
七
十
九
条
　
ω
前
条
の
後
見
人
た
る
の
役
目
は
、
何
よ
り
も
子
と
社
A
苔

　
　
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
そ
の
役
目
を
遂
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の

　
　
生
活
態
度
が
保
障
し
て
い
る
よ
う
な
、
未
成
年
者
の
親
戚
に
委
嘱
さ

　
　
れ
る
。

　
　
②
も
し
そ
．
う
い
う
親
戚
が
い
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
、
本
役
目
を
上

　
　
述
の
条
件
を
み
た
す
他
の
市
民
又
は
国
民
委
員
会
に
委
嘱
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
。

　
　
㈹
裁
判
所
は
必
ず
国
民
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
決
定
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
暴
民
法
一
一
六
、
一
一
七
条
、
政
令
七
、
十
条
…
田
ω
、
民
訴
一
七
八

　
　
条
二
項
。
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第
八
十
条
　
ω
後
見
入
は
そ
の
役
目
を
正
し
く
果
す
こ
と
に
つ
い
て
社
会

　
　
に
対
し
て
責
任
を
も
ち
、
裁
判
所
の
定
期
的
検
査
を
う
け
る
。

　
　
働
米
成
年
者
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
決
定
は
裁
判
所
の
同
意
を

　
　
要
す
る
。

　
　
搬
民
訴
一
七
八
条
一
項
、
　
一
七
九
、
一
八
○
条
。

第
八
十
騨
条
　
ω
未
成
年
者
の
教
育
は
健
全
な
意
識
的
な
市
民
に
成
長
す

　
　
る
よ
う
に
学
校
や
社
会
団
体
や
国
家
機
関
の
協
力
の
も
と
で
行
な
わ

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・

　
　
ω
他
画
で
も
、
後
見
人
と
末
成
年
者
に
つ
い
て
は
、
親
と
子
と
の
権

　
　
利
と
義
務
に
つ
い
て
の
相
当
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

　
　
来
本
法
篇
二
〇
、
三
三
以
下
、
七
八
条
、
民
訴
一
七
八
条
】
項
。

第
八
十
二
条
　
裁
判
所
は
重
大
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
申
立
が
な
く
と

　
　
も
後
見
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
＊
民
訴
一
七
八
条
二
項
。

第
八
十
三
条
ω
裁
判
所
は
他
の
理
由
に
よ
り
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

　
　
未
成
年
者
の
権
利
の
保
護
の
た
め
に
後
見
人
を
決
定
す
る
（
三
七
条

　
　
三
項
、
六
八
条
二
項
）
。

　
　
②
こ
の
場
合
に
は
国
民
委
員
会
も
後
見
人
と
さ
れ
う
る
。

　
　
楽
本
法
二
六
、
二
八
、
三
七
②
、
六
八
条
二
項
、
民
訴
七
三
個
、
一

　
　
　
七
六
捌
、
一
九
二
条
一
項
、
政
令
七
、
一
〇
ω
　
㈱
、
＝
二
条
。

第
八
十
四
条
　
裁
判
所
は
、
後
見
人
の
権
利
と
義
務
の
範
囲
を
、
未
成
年

　
　
者
の
利
益
の
保
護
を
完
全
に
保
障
す
る
と
い
う
後
見
人
決
定
の
目
的

　
　
に
て
ら
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
崇
本
法
四
五
条
と
比
較
型
よ
。

　
　
　
　
第
　
三
　
部
　
　
扶
　
　
養

　
　
　
　
第
一
章
親
子
の
相
互
の
扶
養
義
務

第
八
十
五
条
　
…
山
親
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
、
子
供
が
自
ら
生
計
を

　
　
蛍
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
存
続
す
る
。

　
　
②
親
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
能
力
と
可
能
性
に
応
じ
て
子
の
扶
養
を
負
担

　
　
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
㈹
親
の
扶
養
義
務
の
範
囲
を
決
定
す
る
場
合
、
各
々
が
ど
の
程
度
ま

　
　
で
一
身
的
に
子
供
を
世
話
す
る
か
を
考
慮
す
る
。
も
し
親
が
共
に
生
活

　
　
す
る
場
合
親
の
共
通
の
家
事
に
た
い
す
る
負
抵
を
も
考
慮
す
る
。

　
，
＊
本
法
一
九
、
二
六
圖
、
二
九
、
三
三
、
六
三
、
八
七
、
九
六
、
九

　
　
　
九
、
　
一
〇
〇
条
、
刑
法
一
＝
三
条
。

第
八
十
六
条
　
ω
未
成
年
者
の
子
供
の
親
が
別
々
に
生
活
す
る
場
合
、
裁
．

　
　
判
所
は
彼
ら
の
扶
養
義
務
を
決
定
し
、
又
は
、
彼
ら
白
ら
き
め
た
扶

　
　
養
負
担
の
協
定
に
同
意
を
与
え
る
（
五
十
条
）
。

　
　
養
親
が
共
に
生
活
し
て
い
る
の
に
何
れ
か
の
一
方
が
未
成
年
者
の
子

　
　
に
対
す
る
自
分
の
義
務
を
好
ん
で
果
そ
う
と
し
な
い
場
合
に
も
、
載

　
　
判
所
は
同
様
な
手
続
を
と
る
。

　
　
偶
成
年
者
の
子
の
扶
養
は
申
立
に
墓
い
て
の
み
裁
判
所
が
決
定
す
・

　
　
る
。

　
　
＊
本
法
五
〇
条
、
民
訴
八
○
、
八
一
、
　
｝
七
六
条
、
政
令
三
条
。

第
八
十
七
条
　
m
自
ら
生
計
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
子
は
、
　
必
要
な
場

　
　
合
、
自
ら
の
親
に
対
し
て
相
当
の
扶
養
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
・
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い
。

　
　
逆
子
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
能
力
と
可
能
性
、
及
び
他
の
子
の
能
力
と

　
　
可
能
性
の
割
合
に
応
じ
て
前
項
の
扶
養
義
務
を
果
す
も
の
と
す
る
。

　
　
来
本
法
三
五
、
九
六
条
。

　
　
　
　
第
二
章
他
の
親
戚
の
間
の
扶
養
義
務

第
八
十
八
条
　
ω
直
系
尊
属
と
直
系
卑
属
と
は
相
互
に
扶
養
義
務
を
も
つ
。

　
　
②
直
系
卑
属
が
自
己
の
扶
養
義
務
を
果
し
得
な
い
場
合
、
そ
の
扶
養

　
　
義
務
は
直
系
尊
属
に
移
る
。
よ
り
遠
い
親
戚
は
、
た
だ
、
よ
り
近
い

　
　
親
戚
に
つ
い
て
扶
養
義
務
が
果
さ
れ
な
い
場
合
に
そ
れ
を
負
う
も
の

　
　
と
す
る
。

　
　
米
民
訴
一
一
七
条
。

第
八
十
九
条
　
同
程
度
の
親
戚
関
係
の
者
多
数
が
い
る
場
合
に
は
、
自
己

　
　
の
能
力
と
可
能
性
及
び
他
の
者
の
能
力
と
可
能
性
と
の
割
合
に
応
じ

　
　
て
各
人
が
扶
養
義
務
を
果
す
も
の
と
す
る
。

第
九
十
条
　
扶
養
の
権
利
が
そ
れ
を
細
く
べ
き
者
に
生
ず
る
の
は
唯
絶
対

　
　
に
必
要
な
場
合
の
み
で
あ
る
。

　
　
＊
本
法
九
六
条
。

　
　
　
　
第
三
章
　
夫
婦
間
の
扶
養
義
務

第
九
十
一
条
　
ω
夫
婦
は
相
互
に
扶
養
義
務
を
負
う
。

　
　
②
一
方
の
配
偶
者
が
そ
の
扶
養
義
務
を
果
さ
な
い
場
合
、
裁
判
所
は

　
　
他
方
の
配
偶
者
の
申
立
に
よ
り
扶
養
義
務
の
範
囲
を
決
定
す
る
。
そ

　
　
の
際
、
共
通
の
家
事
に
対
す
る
負
担
を
考
慮
す
る
。
扶
養
義
務
の
範

　
　
囲
は
両
配
偶
者
の
物
質
的
、
文
化
的
水
準
が
原
則
と
し
て
同
程
度
に

　
　
あ
る
よ
う
に
決
定
す
る
。

　
　
㈹
夫
婦
閥
の
扶
養
義
務
は
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
先
立
つ
も
の
と

　
　
す
る
。

　
　
崇
本
法
第
六
節
、
一
八
、
一
九
、
三
五
、
八
七
、
九
六
条
。

　
　
　
　
第
四
章
　
離
婚
さ
れ
た
配
偶
者
に
た
い
す
る
扶
養
の
負
担

第
九
十
二
条
　
ω
自
ら
生
計
を
営
む
こ
と
の
で
き
ぬ
離
婚
さ
れ
た
配
偶
者

　
　
は
も
と
の
配
偶
者
よ
り
必
要
な
扶
養
を
当
人
の
能
力
と
可
能
性
に
応

　
　
じ
て
請
求
で
き
る
。
当
事
者
の
協
定
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
一
方

　
　
の
申
立
に
よ
り
裁
判
所
が
扶
養
負
担
の
程
度
を
決
定
す
る
。

　
　
②
前
項
の
扶
養
義
務
は
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
先
立
つ
も
の

　
　
と
す
る
。

　
　
来
本
法
二
四
、
二
五
、
九
六
条
。

第
九
十
三
条
　
扶
養
の
負
担
を
支
払
う
義
務
は
離
婚
後
最
長
五
ケ
年
続
く

　
　
も
の
と
す
る
。
こ
の
義
務
は
例
外
的
な
重
大
な
理
由
が
あ
る
と
き
は

　
　
延
長
で
き
る
。
当
該
期
間
が
経
過
し
た
後
に
離
婚
さ
れ
た
配
偶
者
が

　
　
自
か
ら
生
計
を
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
無
期
限
に
さ
れ

　
　
る
こ
と
も
3
5
る
。

　
　
＊
本
法
二
四
、
二
五
、
九
六
、
九
九
、
一
〇
六
条
。

第
九
十
四
条
　
扶
養
を
負
担
せ
し
め
る
権
利
は
、
権
利
者
の
配
偶
者
が
再

　
　
黒
し
、
又
は
義
務
者
の
配
偶
者
が
死
亡
す
る
時
に
消
滅
す
る
。

　
　
帝
本
法
一
以
下
、
二
二
条
、
民
法
七
条
二
項
。

　
　
　
　
第
五
章
　
未
婚
の
母
親
に
対
す
る
一
部
経
費
の
支
払
と
扶
養
の

　
　
　
　
　
　
　
　
負
担
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第
九
十
五
条
　
ω
子
の
母
と
決
定
し
て
い
な
い
子
の
父
は
母
の
二
十
六
週

　
　
間
の
扶
養
に
対
し
て
相
当
の
負
担
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
又
、

　
　
妊
娠
と
出
産
に
要
し
た
経
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
働
前
項
の
経
費
の
支
払
に
つ
い
て
、
及
び
、
子
の
二
十
六
週
間
の
扶

　
　
養
を
保
障
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
、
妊
婦
の
申
立
に
基
き
、
父
性

　
　
の
確
率
の
高
い
者
に
対
し
必
要
な
金
額
を
予
め
提
供
さ
せ
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。

　
　
働
第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
る
前
述
の
経
費
の
支
払
を
要
求
す
る
権

　
　
利
は
出
産
日
よ
り
三
ケ
年
間
で
時
効
と
な
る
。

　
　
米
本
法
九
六
ω
、
九
八
条
、
民
法
一
〇
〇
条
。

　
　
　
　
第
六
章
共
通
規
定

繁
九
十
六
条
　
ω
扶
養
金
の
決
定
に
当
り
裁
判
所
は
権
利
者
の
理
由
あ
る

　
　
必
要
性
、
義
務
者
の
能
力
と
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
。
義
務
者
の

　
　
能
力
と
可
能
性
は
義
務
者
が
重
大
な
理
由
が
な
い
の
に
有
利
な
職
業

　
　
に
つ
き
、
あ
る
財
産
的
利
益
を
う
け
る
こ
と
を
放
棄
す
る
場
合
に
も

　
　
裁
判
所
に
よ
り
考
慮
さ
れ
る
。

　
　
働
社
会
主
義
社
会
の
道
徳
的
原
理
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
扶
養
金
は
み

　
　
と
め
得
な
い
。

　
　
＊
本
法
前
文
、
六
節
、
八
五
条
二
項
。

箆
九
十
七
条
　
ω
扶
養
金
は
常
に
先
の
一
ケ
月
分
を
事
前
に
平
均
し
た
定

　
　
額
的
金
額
で
払
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
勧
扶
養
金
額
請
求
権
は
協
定
に
よ
っ
て
の
み
相
互
の
債
務
と
相
殺
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
未
成
年
者
の
子
供
に
対
し
て
提
供
さ

　
　
る
べ
き
扶
養
金
請
求
権
に
つ
い
て
は
さ
き
の
相
殺
は
許
さ
な
い
。

　
　
張
民
訴
一
六
二
、
一
六
三
条
、
民
法
九
八
条
。

第
九
十
八
条
　
ω
扶
養
金
の
権
利
は
時
効
に
よ
り
消
滅
し
な
い
。
し
か
し

　
　
扶
養
金
は
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
が
開
始
さ
れ
た
日
以
後
に
お
い
て

　
　
の
み
認
め
ら
れ
る
。
未
成
年
者
の
子
に
対
す
る
扶
養
金
の
場
合
、
訴

　
　
訟
が
開
始
さ
れ
た
日
よ
り
最
大
三
年
前
か
ら
の
み
認
め
う
る
も
の
と

　
　
す
る
。

　
　
囲
扶
養
金
の
個
々
別
々
の
繰
返
さ
る
べ
き
支
払
を
う
け
る
権
利
及
び

　
　
本
法
に
基
く
金
銭
胸
支
払
を
受
け
る
権
利
は
時
効
に
か
か
る
も
の
と

　
　
す
る
。

　
　
米
本
法
一
〇
四
条
、
民
法
一
〇
〇
条
以
下
、
民
訴
七
九
条
以
下
。

第
九
十
九
条
　
ω
事
情
の
変
．
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
申
立
が
な

　
　
く
と
も
、
未
成
年
者
の
子
の
た
め
の
扶
養
金
に
つ
い
て
の
決
定
又
は

　
　
協
定
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
変
更
が
既
に
支
払
わ
れ
た

　
　
当
該
扶
養
金
の
消
滅
、
又
は
低
減
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
既
に
消

　
　
費
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
返
済
せ
し
め
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
②
未
成
年
者
の
子
供
の
扶
養
金
で
な
い
限
り
、
そ
の
変
更
と
消
滅
は

　
　
申
立
に
基
．
い
て
の
み
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
来
木
法
二
八
条
、
民
訴
八
○
、
八
一
、
　
一
六
三
条
二
項
。

第
百
条
　
他
の
保
障
を
受
け
て
い
な
い
未
成
葬
者
に
対
し
て
国
民
委
員
会

　
　
は
、
特
別
の
規
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
金
額
の
定
期
的
扶
養
金
を

　
　
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
重
大
な
理
由
に
よ
り
必
要
あ
る
と
き
は
、
．

　
　
当
該
扶
養
金
を
子
供
が
二
十
五
才
に
な
る
迄
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
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る
ひ

　
　
米
本
法
一
〇
一
、
一
〇
二
条
、
政
令
一
九
条
。

第
百
一
条
，
他
人
の
扶
養
義
務
を
完
全
に
、
又
は
部
分
的
に
果
し
た
者
は

　
　
本
人
に
対
し
て
そ
の
果
し
た
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
規
定
は
、
権
利
者
と
社
会
の
利
益
の
た
め
国
民
委
員
会
が
扶
養

　
　
金
を
提
供
し
た
場
合
に
も
準
用
さ
れ
る
。

　
　
楽
本
法
一
〇
〇
条
、
政
、
令
一
九
条
。

第
百
二
条
国
．
民
委
員
会
は
扶
養
金
を
提
供
し
た
後
、
裁
判
所
の
判
決
に

　
　
よ
っ
て
扶
養
金
の
金
額
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
決
定
に
よ
り
，

　
　
権
利
を
得
た
者
の
権
利
を
、
提
供
し
た
金
額
の
範
囲
で
請
求
で
き
る
。

第
百
三
条
　
裁
判
所
が
子
供
を
施
設
の
教
育
又
は
保
護
的
教
育
に
入
れ
る

　
　
よ
う
に
決
定
し
た
と
き
は
、
親
の
扶
養
義
務
の
範
囲
を
決
定
す
る
そ

　
　
の
枠
内
で
治
療
費
を
規
定
す
る
。

　
　
崇
本
法
四
五
条
二
項
、
政
令
一
四
条
。

　
　
　
　
第
四
章
　
総
括
規
定

第
百
四
条
　
本
法
に
特
別
の
規
定
の
な
い
場
合
は
民
法
の
規
定
を
準
用
す

　
　
る
。

　
　
楽
本
法
二
一
条
、
三
四
条
二
項
、
三
七
条
、
五
一
条
以
下
、
八
八
条
、

　
　
九
九
条
等
。
，
，

第
百
五
条
　
婚
姻
関
係
の
継
続
中
に
夫
婦
が
入
手
し
た
も
の
に
対
す
る
個

　
　
人
的
不
可
分
的
所
有
権
と
な
る
か
又
は
共
通
の
所
有
者
と
な
る
か
は
、

　
　
民
法
が
そ
の
事
案
と
方
法
と
を
規
定
す
る
（
民
法
一
四
三
条
～
一
五

　
　
一
条
、
一
七
五
条
～
一
七
八
条
、
二
一
四
条
～
二
一
六
条
）
。

第
百
六
条
　
本
法
が
有
効
と
な
る
以
前
に
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
．
離
婚
配

　
　
偶
者
間
の
相
互
の
扶
養
義
務
を
決
定
し
た
協
定
や
裁
判
所
の
決
定
は

　
　
一
方
の
配
偶
者
の
申
立
に
よ
り
、
本
法
と
矛
盾
し
た
部
分
を
変
更
、

　
　
排
除
し
う
る
。

　
　
崇
一
〇
九
条
、
一
九
四
九
年
法
二
六
号
三
四
条
。

第
百
七
条
　
従
来
の
規
定
に
よ
り
行
な
わ
れ
・
た
養
子
は
養
親
を
両
親
に
代

　
　
つ
て
戸
籍
簿
に
記
入
し
た
場
合
を
除
い
て
す
べ
て
本
法
の
六
十
三
条

　
　
な
い
し
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
養
子
と
さ
れ
る
。

　
　
崇
一
九
四
九
年
法
二
六
五
号
六
三
条
以
下
一
九
五
八
年
遅
一
五
号
。

第
百
八
条
　
次
の
法
は
消
滅
す
る
。
ω
家
族
法
に
関
す
6
一
九
四
九
年
法

　
　
第
二
六
号
②
特
定
の
民
事
法
律
事
項
の
一
般
的
変
化
に
関
す
る
一
九

　
　
四
九
年
法
二
六
六
号
㈹
夕
国
人
と
の
婚
姻
の
成
立
に
関
す
る
一
九
五

　
　
一
年
法
第
五
九
号
㍗
ゆ
青
年
の
社
会
法
的
保
護
に
関
す
る
一
九
五
二

　
　
年
法
第
六
九
号
㈲
離
婚
規
定
の
変
更
に
関
す
る
一
九
五
八
年
法
第
一

　
　
五
号
。
　
㈲
養
子
規
定
の
変
更
に
関
す
る
一
九
五
八
年
法
第
一
五
号

　
　
㈲
青
年
の
社
会
的
保
護
に
関
す
る
法
律
を
消
滅
せ
し
め
た
一
九
五
こ

　
　
年
法
七
〇
号
司
法
省
令
㈹
子
供
の
手
当
と
保
護
的
教
育
に
関
す
る
一

　
　
九
五
五
年
法
第
五
八
号
国
会
幹
部
会
決
定
、
働
青
年
保
護
局
の
権
限

　
　
を
国
民
委
員
会
の
執
行
機
関
に
移
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
一
九
五

　
　
六
年
法
七
三
号
政
令
。

第
百
九
条
　
本
法
は
一
九
六
四
年
四
月
一
日
よ
り
有
効
と
す
る
。

＊

＊
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少
年
の
監
護
に
つ
い
て
の
国
民
委
員
会
の
課
題
に
関
す
る
騨
九
六

四
年
三
月
二
五
日
付
第
五
九
号
政
令
（
参
照
条
文
を
付
す
）

　
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社
会
主
義
共
和
国
政
府
は
国
民
委
員
会
に
関
す
る

一
九
六
〇
年
半
割
六
五
条
二
項
三
項
な
ら
び
に
家
族
に
関
す
る
一
九
六
三

年
法
第
九
四
号
に
よ
っ
て
次
の
通
り
命
令
す
る
。

　
　
　
　
基
本
規
定

　
第
目
録
　
国
民
委
員
会
は
そ
の
一
貫
し
た
活
動
に
よ
っ
て
、
少
年
の
全

面
的
な
身
体
的
精
神
的
発
展
に
必
要
な
監
護
を
保
障
し
、
少
年
の
権
利
の

実
現
を
援
助
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
＊
憲
法
二
六
節
三
項
、
家
族
法
基
本
原
則
五
節
、
ア
パ
；
ト
に
つ
い

　
　
　
て
の
経
済
に
関
す
る
法
律
第
一
条
。

　
第
二
条
　
国
民
委
員
会
は
、
教
育
の
責
任
を
も
つ
両
親
又
は
他
の
人
が
、

正
し
く
少
年
を
監
護
し
、
そ
れ
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
条
件
を
つ
く
る
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
特
に
、
入
学
以
前
の
教
育
的
施
設
を
建
設
し
、

職
を
も
つ
両
親
、
と
り
わ
け
職
を
も
つ
母
親
に
と
っ
て
有
意
義
な
奉
仕
を

準
備
す
る
の
も
と
す
る
。

　
　
崇
家
族
法
四
一
条
、
四
三
条
、
四
七
条
、
　
一
〇
〇
条
、
　
一
九
六
〇
年

　
　
　
第
二
一
号
政
令
八
条
。

　
第
三
条
国
民
委
員
会
は
少
年
の
行
動
ば
か
り
で
な
く
、
少
年
の
教
育

に
責
任
を
も
つ
者
の
行
動
に
対
し
て
も
、
更
に
ま
た
、
少
年
の
通
学
条
件

に
対
し
て
も
湘
当
の
教
育
約
道
徳
約
手
段
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
社
会
の

道
徳
的
原
理
と
一
致
す
る
よ
う
に
、
影
響
を
及
ぼ
し
、
前
述
の
人
達
が
少

年
に
対
し
て
正
し
く
義
務
を
果
し
、
少
年
の
よ
い
模
範
と
な
る
よ
う
に
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
と
す
る
。

　
国
民
委
員
会
は
そ
の
際
と
く
に
自
己
の
担
当
し
て
い
る
成
人
教
育
施
設

や
文
化
施
設
を
利
思
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
崇
家
族
法
五
節
、
四
一
条
、
四
三
条
、
一
九
六
〇
年
法
七
一
号
政
令

　
　
　
一
条
、
八
条
、
一
二
条
。

　
第
四
条
　
園
民
委
員
会
は
、
少
年
が
家
庭
や
職
場
や
娯
楽
場
所
で
害
を

受
け
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。
特
に
少
年
を
有
害
な
影
響
か
ら
守

る
こ
と
に
特
別
の
注
意
を
払
う
も
の
と
す
る
。

　
第
五
条
　
…
田
自
ら
の
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
、
国
民
委
員
会
は
、
学
校

そ
の
他
労
働
組
合
、
青
年
団
そ
の
他
の
社
会
団
体
、
経
済
団
体
と
密
接
に

協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

　
ω
国
民
委
員
会
評
議
会
は
、
国
民
委
員
会
の
分
科
会
や
別
科
が
少
年
に

関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
学
校
、
文
化
科
（
少
年
科
）
と
密
接
に
協
力
し

あ
う
よ
う
に
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
来
憲
法
八
七
節
、
国
民
委
員
会
法
五
、
一
五
、
二
五
条
、
一
九
六
〇

　
　
　
年
七
一
号
政
令
一
、
八
、
一
＝
条
。

　
　
　
　
地
区
国
民
委
員
会
の
課
題

　
第
六
条
　
地
区
国
民
委
員
会
は
、

　
ω
緊
急
な
場
合
子
供
に
対
し
遅
滞
の
な
い
援
助
を
な
し
、

　
◎
両
親
や
、
少
年
の
教
育
お
よ
び
通
学
上
職
業
上
の
条
件
に
責
任
を
も

つ
第
三
者
又
は
掴
家
機
関
に
よ
っ
て
正
し
い
濫
護
を
う
け
て
い
な
い
少
葬
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の
た
め
に
干
渉
し
、
と
く
に
崩
壊
し
た
家
庭
や
ア
ル
コ
ー
ル
酩
酊
者
の
家

の
少
年
に
注
意
を
払
い
、

　
困
少
年
に
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
を
提
供
し
た
り
販
売
し
た
り
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
監
視
し
、
そ
の
教
育
責
任
者
の
監
督
な
し
に
ア
ル
コ
ー
ル
類

を
提
供
す
る
公
衆
家
屋
に
立
入
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
又
、
十

六
才
以
下
の
少
年
が
成
年
の
た
め
に
催
さ
れ
る
ダ
ン
ス
・
パ
ー
テ
ィ
に
立

入
ら
な
い
よ
う
に
監
視
し
、

　
口
映
画
・
演
劇
・
音
楽
会
・
ス
ポ
！
ッ
競
技
に
つ
い
て
少
年
の
入
場
の

許
可
の
有
無
に
関
す
る
規
則
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
監
視
し
、

　
困
裁
判
所
そ
の
他
の
国
家
機
関
に
対
し
、
少
年
の
業
務
に
関
す
る
手
続

や
決
定
に
と
り
重
要
な
事
業
を
報
告
し
、
又
は
、
少
年
の
後
見
人
と
し
て

適
当
な
者
を
推
せ
ん
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
8
国
民
委
員
会
に
対
し
て
、
適
当
な
人
物
を
養
親
と
し
て
推
せ
ん
し
、

少
年
科
の
嘱
託
を
推
せ
ん
し
、
又
両
親
の
教
育
に
代
え
て
教
育
施
設
に
少

年
を
収
容
す
べ
き
事
案
を
報
告
し
、

　
帆
裁
判
所
又
は
郡
国
民
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
保
護
的
・
教
育

的
処
分
の
遂
行
に
協
力
し
、
そ
の
効
果
を
検
査
し
、
施
設
に
よ
る
出
所
後

の
教
育
条
件
を
調
査
し
、
さ
き
の
教
育
か
ら
釈
放
さ
れ
た
少
年
や
、
懲
役

刑
を
満
了
し
て
釈
放
さ
れ
た
青
年
の
生
活
条
件
を
監
視
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
来
家
族
法
四
五
、
六
四
、
七
九
、
八
三
、
一
〇
〇
条
、
国
民
委
員
会

　
　
　
法
一
五
条
ω
㊦
、
　
一
九
六
一
年
七
一
号
政
令
一
、
八
、
一
二
条
、

　
　
　
刑
法
八
四
－
八
六
条
。

　
　
　
　
地
区
国
民
委
員
会
の
教
育
的
措
置

　
第
七
条
　
ω
少
年
の
行
動
が
不
当
で
あ
り
、
又
は
両
親
あ
る
い
は
少
年

の
教
脊
に
責
任
を
も
つ
第
三
者
が
そ
の
義
務
を
禦
溢
し
、
又
は
、
両
親
又

は
第
三
者
が
少
年
の
教
育
を
害
す
る
と
き
は
、
地
区
国
民
委
員
会
は
当
該

事
案
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
調
査
し
、
当
事
者
と
面
談
す
る
σ
面
談
の
み
に

て
は
反
省
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
又
は
、
社
会
の
利
益
が
そ

れ
を
要
求
す
る
と
ぎ
は
、
国
民
委
員
会
は
、

　
俗
よ
σ
重
大
で
な
い
場
合
、
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
事
件
の
原
因
と
な
っ

た
者
を
設
責
し
、
又
は
職
場
に
お
け
る
社
会
団
体
が
面
責
す
る
よ
う
に
要

求
す
る
。
　
　
㌧
　
　
　
，
　
　
　
　
ノ

　
＠
よ
り
重
大
な
場
合
、
　
又
は
行
な
わ
れ
た
設
責
が
無
駄
で
あ
っ
た
場

合
、
関
係
当
事
者
を
観
察
に
ふ
す
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
の
処
理
し
た

少
年
事
件
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
か
ら
こ
の
処
分
を
依
頼
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
の
み
国
民
委
員
会
は
観
察
処
分
を
行
な
い
う
る
。

　
②
地
区
国
民
委
員
会
は
、
少
年
科
の
嘱
託
、
又
は
他
の
適
当
な
者
に
後

見
を
委
嘱
す
る
。
　
こ
の
委
嘱
を
受
け
た
者
は
、
学
校
、
住
居
、
職
場
に

あ
る
社
会
団
体
と
協
力
し
て
、
一
貫
し
て
少
年
の
行
動
と
少
年
に
対
す
る

監
護
を
監
視
す
る
義
務
を
も
ち
、
少
年
に
対
し
て
教
育
的
な
影
響
を
及
ぼ

し
、
必
要
が
あ
れ
ば
少
年
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
そ
の
他
の
措
置
を
国
民

委
員
会
に
提
案
す
る
。

　
㈹
謎
責
又
は
観
察
を
決
定
し
た
と
き
は
、
文
書
を
も
っ
て
国
民
委
員
会

は
、
そ
の
少
年
の
法
定
代
理
人
、
裁
判
所
、
郡
国
民
委
員
会
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

　
　
豪
本
政
令
一
八
条
、
家
族
油
四
三
条
、
　
一
九
六
〇
年
法
第
九
一
号
政
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料資

　
　
　
令
一
条
二
各
小
、
三
項
に
つ
い
て
家
「
族
法
三
七
、
附
五
、
六
＝
一
、
七

　
　
　
八
、
八
三
条
。

　
第
八
条
　
地
区
国
民
委
員
会
と
都
国
民
委
員
会
は
少
年
の
監
護
に
関
す

る
課
題
の
遂
行
を
定
期
的
に
総
括
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
活
動
に
つ
い

て
郡
国
民
委
員
会
に
対
し
て
毎
年
度
の
報
告
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
帯
家
族
法
四
七
条
。

　
　
　
　
郡
国
民
委
員
会
の
課
額

　
第
九
条
　
郡
国
民
委
員
会
は
、
少
年
の
監
護
に
関
す
る
地
区
国
民
委
員

会
の
活
動
を
監
督
し
、
検
査
し
、
そ
の
活
動
が
社
会
団
体
や
経
済
団
体
の

こ
の
分
野
で
の
調
和
を
保
つ
よ
う
に
つ
と
め
る
。

　
　
来
憲
法
八
七
節
、
国
民
委
員
会
に
関
す
る
法
律
五
、
＝
二
、
一
五
、

　
　
　
｝
六
条
。

　
第
十
条
　
ω
郡
国
民
委
員
会
は
、
他
の
段
階
の
国
民
委
員
会
の
権
限
に

は
い
ら
な
い
よ
う
な
場
合
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
少
年
に
対
し
て
監
護
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
’

行
な
う
も
の
と
す
る
。
特
に
、

　
ω
個
人
を
少
年
の
後
見
人
と
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
或
は
、

合
理
的
で
な
い
場
合
に
は
、
後
見
人
の
機
能
を
果
し
又
は
、
後
見
人
が
そ

の
役
目
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
そ
の
機
能
を
果
し
、
又
は
、
少

年
の
利
益
に
と
り
放
置
し
て
お
く
こ
と
の
で
き
な
い
措
踵
を
な
し
、

　
回
青
少
年
に
た
い
す
る
刑
事
裁
判
に
参
加
し
、

　
的
裁
判
所
に
だ
い
し
て
、
施
設
に
よ
る
教
育
又
は
、
両
親
の
権
限
或
ば

停
止
を
申
立
て
．
、

　
姻
両
親
の
、
教
育
に
代
わ
る
教
育
施
設
に
子
供
を
収
容
し
、
又
は
場
合
に

よ
り
集
団
艀
教
育
施
設
に
少
年
を
収
容
す
る
よ
う
に
斡
施
し
、

　
困
少
年
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
、
印
立
て
ら
れ
又
は
予
定
さ
れ
て
い

る
処
分
の
適
切
性
や
効
果
に
つ
い
て
裁
判
所
に
対
し
て
自
ら
の
意
見
を
の

べ
（
民
事
訴
訟
法
一
七
八
条
二
項
）
場
合
に
よ
っ
て
は
手
続
や
決
定
に
つ

い
て
意
味
を
も
つ
事
実
を
通
知
し
（
民
事
訴
訟
一
二
八
条
二
項
）
、

　
丙
養
親
と
な
る
資
格
の
あ
る
個
人
を
登
録
し
、
養
子
と
な
る
べ
ぎ
子
を

登
録
し
、
少
年
の
た
め
一
番
有
利
な
養
子
縁
組
が
で
き
る
よ
う
に
図
り
、

　
㈲
少
年
の
監
護
の
た
め
の
少
年
科
嘱
託
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
、
そ
の
成

員
を
訓
練
す
る
。
．

　
②
郡
国
民
委
員
会
は
都
国
民
委
員
会
に
た
い
し
て
そ
の
都
の
区
域
の
少

年
の
監
護
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
＊
一
項
ω
に
つ
い
て
家
族
法
七
九
、
八
三
条
、
㈲
、
目
に
つ
い
て
家

　
　
　
族
法
四
五
条
、
，
8
に
つ
い
て
家
族
法
六
四
条
、
射
に
つ
い
て
本
政

　
　
　
令
一
八
条
。

　
第
十
一
条
　
郡
国
民
委
員
会
は
、
　
　
　
　
　
　
、

　
ω
両
親
や
他
の
人
の
教
育
に
依
嘱
さ
れ
た
少
年
の
発
達
を
調
査
し
、

　
回
教
育
に
な
じ
ま
な
い
少
年
を
登
録
し
、

　
8
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
は
裁
判
所
に
た
い
し
て
施
設
に
よ
る
教
育

の
と
り
や
め
を
申
立
て
、

　
回
施
設
に
よ
る
教
育
或
は
保
護
的
教
育
か
ら
釈
放
さ
れ
た
少
年
、
又
は

懲
役
刑
か
ら
釈
放
さ
れ
た
青
年
が
学
校
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
又
は
適
当
な

実
習
関
係
や
就
職
関
係
に
入
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

　
　
＊
家
族
法
四
五
条
。
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第
十
二
条
　
ω
郡
国
民
委
員
会
は
少
年
、
両
親
、
少
年
の
教
育
に
責
任

を
も
つ
第
三
者
、
国
家
機
関
に
た
い
し
て
勧
告
す
る
こ
と
、
と
く
に
、
教

育
の
問
題
、
父
性
決
定
事
件
に
関
す
る
問
題
に
関
し
て
勧
告
す
る
。
又
、

少
年
の
扶
養
に
対
す
る
請
求
、
未
婚
の
母
親
の
扶
養
や
妊
娠
患
産
経
費
支

払
の
請
求
、
疾
病
給
付
金
、
社
会
保
障
関
係
の
金
銭
給
付
や
そ
の
他
の
給

付
の
請
求
に
関
し
て
援
助
す
る
。
又
事
件
の
性
質
か
ら
理
由
あ
る
と
き
は
、

少
年
の
代
理
人
と
し
て
必
要
な
書
類
を
作
り
、
少
年
の
た
め
に
裁
判
所
そ

の
他
の
国
家
機
関
と
交
渉
し
、
少
年
の
た
め
に
社
会
団
体
に
介
入
し
、
直

接
裁
判
所
、
弁
護
士
相
談
所
、
検
察
官
、
そ
の
他
の
国
家
機
関
に
よ
る
援

助
を
斡
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　
②
そ
の
方
が
条
件
が
有
利
と
な
る
場
合
に
は
、
郡
国
民
委
員
会
は
第
一

項
の
課
題
の
遂
行
に
つ
い
て
都
国
民
委
員
会
に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
＊

　
第
十
三
条

と
き
、

郡
国
民
委
員
会
も
第
七
条
に
よ
る
諸
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く

に
重
大
な
場
合
に
少
年
を
有
害
な
影
響
か
ら
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
台
に
は
、
少
年
に
対
し
て
適
当
な
「
畢
限
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
ゆ
。
二

一
九
六
〇
年
法
九
一
号
政
令
一
　
二
条
、
家
族
法
三
〇
、
ご
＝

五
四
、
八
五
、
九
五
、
一
〇
〇
、
一
〇
三
条
、
一
九
五
九
年
法
一

六
号
の
準
用
に
よ
る
一
九
五
六
年
差
五
四
号
三
〇
－
三
九
条
、
一

九
六
四
年
法
第
一
〇
三
号
三
四
、
三
五
条
、
　
一
九
五
九
年
公
文
書

集
第
七
四
号
労
働
組
合
中
央
評
議
会
布
告
。

　
郡
国
民
委
員
会
の
教
育
的
措
置

　
　
　
ω
少
年
の
正
し
い
教
育
と
い
う
社
会
の
利
益
か
ら
必
要
な

し
か
も
、
地
区
国
民
委
員
会
が
末
だ
に
執
行
を
し
な
い
場
合
に
は
、

え
ば
、
適
当
で
な
い
家
屋
や
企
業
、
娯
楽
施
設
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
諸
措
領
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
、
地
区
委

員
会
、
場
合
に
よ
っ
て
は
学
校
や
企
業
に
通
知
す
る
。

　
②
裁
判
所
が
と
り
あ
げ
て
い
る
少
年
事
件
に
関
し
て
は
、
郡
国
民
委
員

会
は
、
唯
裁
判
所
か
ら
当
該
事
件
の
取
調
と
措
置
を
依
頼
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
の
み
、
前
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
＊
家
族
法
四
三
条
。

　
　
　
　
両
親
の
教
育
に
代
る
教
育
施
設
へ
の
収
容

　
第
十
四
条
　
遅
滞
な
く
両
親
の
教
育
に
代
る
よ
う
な
施
設
の
中
に
少
年

を
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
例
え
ば
、
少
年
の
監
護
を
す
る
者

が
誰
も
い
な
い
と
か
、
現
在
の
環
境
が
子
供
の
発
達
に
と
っ
て
重
大
な
危

機
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
か
の
場
合
に
は
、
郡
国
民
委
員
会
は
、
地
区
国

民
委
員
会
の
協
力
の
下
に
応
急
措
置
と
し
て
、
子
供
に
有
利
な
条
件
や
全

面
的
に
健
全
な
発
展
を
保
障
し
て
い
る
よ
う
な
家
庭
又
は
施
設
に
収
容
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
措
置
を
と
っ
た
場
合
、
郡
国
民
委
員
会
は
裁
判
所

に
通
知
し
、
裁
判
所
は
事
後
に
決
定
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
髪
家
族
法
四
二
②
、
四
五
、
四
六
条
。

　
　
　
　
少
年
科

　
第
十
五
条
　
ω
郡
国
民
委
員
会
は
学
校
文
化
科
附
属
と
し
て
少
年
科
を

設
置
す
る
（
一
九
六
〇
年
七
一
号
政
五
三
条
四
項
）
。

　
働
少
年
科
の
科
長
と
副
里
長
は
郡
国
民
委
員
会
の
議
員
、
学
校
文
化
委

員
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
。
少
年
科
の
事
務
長
と
書
記
は
少
年
部
の
学
校
文

化
科
委
員
か
ら
選
び
、
そ
れ
以
外
の
科
員
は
課
題
に
応
じ
た
員
数
で
、
地
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料、
資

，　　　し

区
国
民
委
員
会
の
提
案
に
よ
り
、
少
年
の
教
育
に
功
績
を
重
ね
て
き
た
他

の
市
民
を
選
ぶ
。
郡
国
民
委
員
会
は
、
こ
の
科
の
委
員
の
中
に
一
人
の
青

少
年
専
門
医
と
一
人
の
教
育
学
者
が
ふ
く
ま
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

　
㈹
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
事
件
の
性
質
か
ら
し
て
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
少
年
科
は
、
学
校
、
裁
判
所
、
検
察
庁
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
企
業
、
人
民
自

警
隊
、
社
会
団
体
な
ど
の
代
表
者
を
討
論
に
参
加
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
＊
国
民
委
員
会
法
三
一
条
以
下
、
一
九
六
〇
年
政
令
七
一
号
五
三
条

　
第
十
六
条
　
郡
国
民
委
員
会
は
少
年
科
に
原
則
と
し
て
次
の
こ
と
を
依

頼
す
る
。

　
ω
十
九
条
に
よ
る
扶
養
金
の
決
定
、

　
回
十
三
条
に
よ
る
措
澱
の
決
定
、

　
㈲
施
設
に
よ
る
教
育
又
は
保
護
的
教
育
の
裁
判
所
へ
の
申
立
、

　
目
両
親
の
権
利
の
制
限
又
は
停
止
の
裁
判
所
へ
の
申
立
、

　
困
少
年
の
監
護
に
つ
い
て
の
課
題
を
地
区
国
民
委
員
会
、
市
国
民
委
員

会
が
い
か
に
果
し
て
い
る
か
の
検
査
、
及
び
そ
の
活
動
改
善
の
た
め
の
措
置
、

　
8
少
年
科
嘱
託
グ
ル
ー
プ
の
監
督
、

　
㈲
学
校
文
化
科
へ
の
提
案
と
自
己
の
活
動
報
告
。

　
　
＊
政
令
一
三
占
　
｝
八
、
　
一
九
条
、
家
族
法
四
四
、
四
五
条
。

　
　
　
　
少
年
科
専
任

　
第
十
七
条
－
郡
国
民
委
員
会
の
少
年
に
対
す
る
監
護
の
課
．
題
は
、
そ
の

他
の
機
関
の
権
限
に
属
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
専
任
と
し
て
の
活
動
家

（
少
年
監
督
官
や
社
会
団
体
嘱
託
）
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
。
そ
の
員
数
は
、

郡
の
大
き
さ
と
人
口
と
社
会
的
階
層
構
成
、
そ
の
他
課
題
の
範
囲
や
困
譲

さ
に
影
響
す
る
他
の
条
件
を
考
慮
し
て
き
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
少
年
科
嘱
託

　
第
十
八
条
　
ω
少
年
に
対
す
る
監
護
に
つ
い
て
の
課
題
を
有
効
か
つ
早

急
に
果
す
た
め
に
、
郡
国
民
委
員
会
は
少
年
科
嘱
託
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る

も
の
と
す
る
。
　
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
、
　
そ
の
個
人
的
性
質
、
経

験
、
少
年
へ
の
態
度
が
ま
か
さ
れ
た
課
題
を
認
識
深
く
果
す
こ
と
を
保
障

し
て
い
る
よ
う
な
そ
う
い
う
市
民
か
ら
選
ぶ
も
の
と
す
る
。
任
命
す
る
に

当
っ
て
は
、
郡
国
民
委
員
会
は
、
地
区
国
民
委
員
会
の
提
案
を
参
酌
し
、

市
民
委
員
会
や
社
会
団
休
と
も
協
議
す
る
。

　
吻
少
年
科
嘱
託
は
両
親
や
第
三
者
が
子
供
へ
の
義
務
を
い
か
に
果
し
て

い
る
か
を
確
か
め
、
義
務
遂
行
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
排
除
す
る

よ
う
つ
と
め
、
検
査
を
行
な
い
、
又
少
年
に
対
す
る
監
護
に
つ
き
郡
国
民

委
員
会
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
他
の
諜
題
を
果
す
も
の
と
す
る
。

　
㈲
嘱
託
の
活
動
区
域
は
、
嘱
託
が
そ
の
土
地
柄
を
詳
し
く
熟
知
し
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
知
識
や
、
彼
の
都
市
な
り
職
場
な
り
に
つ
い
て
の
知
見

が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
即
ち
、
本
人
の
有
効
な
且
つ
経
済
的
な
活
動
が

で
き
る
よ
う
に
、
本
人
の
所
属
地
区
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
本
人
中
心

に
き
め
る
も
の
と
す
る
。

　
鶴
郡
国
民
委
員
会
は
嘱
託
に
対
し
て
そ
の
任
命
証
書
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

　
　
豪
家
族
法
四
一
、
四
七
、
七
九
、
八
三
条
。

　
　
　
・
、
扶
養
金

　
第
十
九
条
　
ω
少
年
の
監
護
が
適
当
に
保
障
さ
れ
ず
、
特
に
扶
養
義
務
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者
又
は
集
団
的
な
教
育
施
設
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
ず
、
し
か
も
少
年

が
自
ら
の
手
に
充
分
な
収
入
も
財
産
も
な
い
場
合
に
は
、
郡
国
民
委
員
会

は
そ
の
子
に
対
し
て
月
額
三
〇
〇
コ
ル
ン
ま
で
定
期
的
に
支
給
す
る
。

　
②
扶
養
金
は
満
十
五
才
に
な
る
ま
で
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し

十
五
才
を
起
え
た
子
供
が
将
来
の
生
業
の
た
め
正
規
の
学
校
で
訓
練
を
う

け
て
い
る
場
合
、
又
は
、
病
気
、
精
神
的
欠
陥
の
た
め
自
ら
の
手
で
生
計

を
維
持
で
き
な
い
と
き
、
こ
の
扶
養
金
を
最
高
満
二
十
五
才
ま
で
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
個
本
条
の
扶
養
金
を
受
け
て
い
る
少
年
が
第
三
者
に
た
い
し
て
裁
判
所

の
決
定
に
基
く
扶
養
金
請
求
権
を
も
つ
場
合
は
、
こ
の
請
求
権
は
前
項
に

よ
っ
て
支
給
さ
れ
た
扶
養
金
の
金
額
の
限
度
に
お
い
て
国
家
に
移
転
す
る

も
の
と
す
る
。
支
給
さ
れ
た
扶
養
金
の
回
収
は
郡
委
員
会
に
よ
っ
て
請
求

さ
れ
る
。

　
　
来
家
族
法
一
〇
〇
一
一
〇
二
条
。

　
　
　
　
地
方
国
民
委
員
会
の
課
題

　
第
二
十
条
　
地
方
国
民
委
員
会
は
、

　
ω
郡
国
民
委
員
会
の
少
年
に
た
い
す
る
監
護
を
監
督
指
導
し
、

　
＠
教
育
的
側
面
か
ら
青
年
の
刑
務
所
や
青
年
に
対
す
る
懲
役
刑
が
執
行

さ
れ
て
い
る
現
場
を
検
査
し
、
そ
の
執
行
に
つ
い
て
当
施
設
の
指
導
機
関

や
検
察
…
機
関
と
協
力
す
る
ρ

　
㈲
養
子
に
ふ
さ
わ
し
い
少
年
を
全
地
方
に
お
い
て
登
録
す
る
。

　
　
　
　
共
通
規
定
と
総
括
規
定

　
第
二
十
一
条
施
設
に
よ
る
教
育
と
保
護
教
育
の
実
行
、
少
年
の
施
設

に
よ
る
教
育
又
は
保
護
的
教
育
は
文
部
省
管
轄
下
の
教
育
施
設
に
お
い
て

実
行
さ
れ
る
。
少
年
の
精
神
的
・
身
体
的
状
況
か
ら
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
厚
生
省
管
轄
下
の
施
設
又
は
国
立
社
会
保
障
局
管
轄
下
の
施
設
の
中

で
行
な
わ
れ
る
。
詳
細
は
文
部
大
臣
が
厚
生
大
臣
と
国
立
社
会
保
障
局
と
・

協
議
し
て
決
定
す
る
。

　
　
※
家
族
法
四
五
条
二
項
、
本
政
令
二
四
条
。

　
第
二
十
二
条
少
年
の
監
護
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
者
の
権
限
、
国
民

委
員
会
の
役
員
や
書
記
、
少
年
科
嘱
託
、
検
査
被
依
頼
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己

の
課
題
を
遂
行
す
る
に
当
り
、
ア
パ
ー
ト
、
学
校
、
職
場
に
少
年
を
訪
問

し
、
少
年
に
対
す
る
監
護
の
状
態
を
検
査
し
、
又
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
か
ら

必
要
な
説
明
を
求
め
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
来
家
族
法
四
八
条
。

　
第
二
十
三
条
　
外
国
に
た
い
す
る
関
係
、
渉
外
に
関
す
る
少
年
の
法
的

保
護
は
司
法
省
管
轄
下
の
国
際
青
少
年
保
護
局
が
行
な
う
。

　
第
二
十
四
条
　
ω
本
政
令
の
意
味
に
お
け
る
少
年
と
は
す
べ
て
の
未
成

年
者
を
い
う
。

　
②
少
年
科
の
協
議
に
参
加
さ
せ
た
者
（
一
五
条
三
項
）
に
つ
い
て
は
、

一
九
六
〇
年
法
一
八
九
号
政
令
の
援
用
に
つ
い
て
の
国
民
委
員
会
議
員
の

あ
る
条
件
の
改
善
に
関
す
る
一
九
六
〇
年
法
六
六
号
政
令
七
条
の
規
定
が

準
用
さ
れ
る
。

　
　
＊
一
項
に
つ
い
て
民
法
八
、
九
、
二
七
、
三
八
、
四
二
二
、
四
七
九

　
　
　
条
、
家
族
法
二
六
、
三
六
、
五
〇
、
六
五
、
七
五
、
七
八
、
八

　
　
　
五
、
八
六
、
九
九
、
一
〇
〇
条
。

　
第
二
十
五
条
　
本
命
令
は
一
九
六
四
年
四
月
一
日
か
ら
発
効
す
る
。
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